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令和７年 第３回定例会

予算決算常任委員会記録（第２号）

午前１０時００分 開議
令和７年９月２５日（木曜日）

午後 ４時３７分 散会

───────────────────────────────────────────────

○出席委員（２７名）

委 員 長 １９番 外 崎 勝 康 委員 副委員長 １１番 坂 本 崇 委員

１番 須 藤 江利加 委員 ２番 工 藤 裕 介 委員

３番 志 村 洋 子 委員 ４番 三 浦 行 委員

６番 工 藤 賢 生 委員 ７番 竹 内 博 之 委員

８番 樋 川 篤 子 委員 ９番 竹 浪 敦 委員

１０番 成 田 大 介 委員 １２番 齋 藤 豪 委員

１３番 蛯 名 正 樹 委員 １４番 畑 山 聡 委員

１５番 石 山 敬 委員 １６番 木 村 隆 洋 委員

１７番 千 葉 浩 規 委員 １８番 野 村 太 郎 委員

２０番 尾 﨑 寿 一 委員 ２１番 蒔 苗 博 英 委員

２２番 松 橋 武 史 委員 ２３番 石 岡 千鶴子 委員

２４番 三 上 秋 雄 委員 ２５番 佐 藤 哲 委員

２６番 工 藤 光 志 委員 ２７番 清 野 一 榮 委員

２８番 田 中 元 委員

───────────────────────────────────────────────

○出席理事者

財 務 部 長 今 井 郁 夫 市 民 生 活 部 長 佐 藤 真 紀

福 祉 部 長 秋 田 美 織 健 康 こ ど も 部 長 佐 伯 尚 幸

農 林 部 長 澁 谷 明 伸 商 工 部 長 岩 崎 文 彦

上 下 水 道 部 長 京 野 直 文 農業委員会事務局長 蒔 苗 元

財 政 課 長 種 市 穂 環 境 課 長 葛 西 正 樹

環 境 課 長 補 佐 鼻 和 孝 夫 環境課環境保全係長 古 川 真 樹

福 祉 総 務 課 長 高 屋 憲 福祉総務課長補佐 金 川 浩 人

福 祉 総 務 課 主 幹 滝 口 龍之介 障 が い 福 祉 課 長 成 田 亜 弘

生 活 福 祉 課
生 活 福 祉 課 長 間 山 博 樹 木 村 敬 之

就労自立支援室長

介 護 福 祉 課 長 工 藤 信 康 こ ど も 家 庭 課 長 清 野 悟
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こども家庭課参事 村 田 善 彦 こども家庭課主幹 土 岐 暖 子

こ ど も 家 庭 課 こ ど も 家 庭 課
今 貴 雄 北 畠 龍

家 庭 給 付 係 長 子 育 て 相 談 係 長

こ ど も 家 庭 課
小 枝 信 也 国 保 年 金 課 長 相 馬 延 承

子育て包括支援係長

健 康 増 進 課 長 太 田 泰 輔 健康増進課長補佐 葛 西 砂 織

健 康 増 進 課
尾 崎 弘 子 地 域 医 療 課 長 吉 崎 拓 美

成人保健・がん対策係長

地域医療課長補佐 齋 藤 貴 志 農 林 部 参 事 齋 藤 天

農 政 課 長 一 戸 拓 利 農 政 課 主 幹 榊 真 一

農政課地域経営係長 今 雄 大 農政課担い手育成係長 葛 西 主 馬

り ん ご 課 長 伊 藤 昌 一 り ん ご 課 主 幹 藤 岡 英 貴

りんご課企画推進係長 佐 藤 美 幸 農 村 整 備 課 長 柴 田 義 博

農 村 整 備 課 主 幹 大 渕 覚 農 村 整 備 課 主 幹 中 谷 陽

商 工 労 政 課 長 佐々木 幸 生 商工労政課長補佐 成 田 真 也

岩 木 総 合 支 所 長 川 田 哲 也 相 馬 総 合 支 所 長 工 藤 浩

相馬総合支所民生課長 佐 藤 祝 幸 上下水道部総務課長 中 村 洋 幸

農業委員会事務局次長 相 馬 隆 範

───────────────────────────────────────────────

○出席事務局職員

事 務 局 長 西 谷 慎 吾 次 長 竹 内 孝 行

主 幹 兼 議 事 係 長 蝦 名 良 平 主 査 須 藤 弘 毅

主 事 外 﨑 容 史 主 事 田 村 宣 樹

主 事 飯 田 大 空

───────────────────────────────────────────────

午前１０時００分 開議

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） これより、予算決

算常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は27名で、定足数に達して

おります。よって、直ちに会議を開きます。

昨日に引き続き、議案第99号令和６年度弘前市

一般会計歳入歳出決算の認定についてを審査に供

します。

３款民生費に対する質疑を続行します。

創和・公明。

◎１５番（石山 敬委員） 私は、３款２項１

目、決算書82ページ、子ども医療扶助費について

質疑します。

まず、制度拡大により医療機関受診の機会が広

がったと考えられるのですが、実際の受診件数、

医療費総額はどのように推移しているのかお伺い

します。

◎こども家庭課家庭給付係長（今 貴雄） お答

えいたします。

制度拡充前の令和４年度は給付件数が17万2002

件、給付額は２億9718万699円、制度拡充後の令

和５年度は給付件数が29万4549件、給付額は５億

4779万8108円、令和６年度は給付件数が30万3565
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件、給付額は５億9122万2074円となっておりま

す。

◎１５番（石山 敬委員） 拡充前が約３億円

で、令和６年、拡充後は２倍の６億円ということ

が分かりました。

続いて、制度拡大に伴い県とかからも補助金が

出ていると思うのですけれども、それを差し引い

た市の負担額は、どの程度増加しているのかお聞

きします。

◎こども家庭課家庭給付係長（今 貴雄） お答

えいたします。

本制度は、県の乳幼児はつらつ育成事業費補助

金を活用しておりますので、同年度の補助金相当

額を差し引きますと、令和４年度が２億1951万

326円、拡充後の令和５年度は４億5861万7503

円、令和６年度は５億1325万1950円となってお

り、拡充前の令和４年度と比べますと、令和５年

度は２億3910万4243円、令和６年度は２億9373万

8690円の増となっております。

◎１５番（石山 敬委員） 大体毎年8000万円く

らい、県から補助金が出ているということで、竹

内委員が先日一般質問で聞いたときに、この医療

費の支援が市の財政を結構圧迫しているという話

を聞いて、令和５年、令和６年を見ても若干増え

ているというのが見えました。

ここで質疑しますと、この辺では所得制限を撤

廃しているのですけれども、他自治体では所得制

限とかをいまだに設けているところがあるのです

けれども、今後、この支援がますます増えていっ

た場合を想定して、他自治体のように所得制限と

か自己負担の上限を設ける考えはあるのか、それ

とも、現行の水準を維持していくのかお伺いしま

す。

◎こども家庭課家庭給付係長（今 貴雄） お答

えいたします。

市では、令和５年４月に健康都市弘前の実現に

向けた取組の一つとしまして、18歳までの子供に

係る医療費を完全無償化するため、所得制限を撤

廃するとともに、通院に係る対象年齢を15歳から

18歳まで拡充しております。

本制度は、子育て世帯の負担を軽減し、子育て

環境の充実を図るための事業の一つであり、ま

た、県内全ての市町村が所得制限を設けていない

ことからも、現行の制度を維持したいと考えてお

ります。

◎１５番（石山 敬委員） 私は子供が３人おり

まして、みんな大きくなってしまったので、この

医療費の支援については、年齢が引っかからな

かったので対象にはならなかったのですけれど

も、周辺を見ますと、子育ての医療費の拡充とい

うのは非常に、一般の方々は本当に評価している

と思います。

一方で、竹内委員の先日の質問もあったよう

に、財政も考えるとなかなか厳しいこともあると

思います。市でなかなか持ち出しが厳しいと、県

とか国に改めて強く呼びかけて、できる限り子育

ての支援を継続していただきますようお願いをし

て終わります。

◎１６番（木村 隆洋委員） ３款１項２目、決

算書76ページ、成年後見制度利用支援事業助成金

についてお伺いいたします。

まず、この支援事業の目的と支援事業の利用状

況についてお伺いいたします。

◎福祉総務課主幹（滝口 龍之介） 弘前市成年

後見制度利用支援事業の目的と利用状況について

お答えします。

この事業は、成年後見制度の利用に係る費用負

担が困難な方を対象に、家庭裁判所への申立てに

必要な費用と、成年後見人等の業務に対する報酬

の一部を助成することで、成年後見制度の利用を

促進することを目的としている事業であります。

令和６年度の利用状況は、申立てに必要な費用
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の助成が３件、成年後見人等の業務に対する報酬

の助成が66件の計69件となっております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 成年後見制度は、

任意後見と法定後見の２パターンありますけれど

も、この法定後見を行う場合に、市が申立てを行

う場合、厳密に言えば民法上、市町村長になると

思うのですが、実務上は市が申立てを行う場合が

あります。市が申立てを行う場合というのは、具

体的にどういった場合に申立てを行うのか、そし

て、その件数はどのぐらいあるのかお伺いいたし

ます。

◎福祉総務課主幹（滝口 龍之介） 市が申立て

を行う場合と、その件数についてお答えします。

まず、法定後見制度は、本人の判断能力に応じ

て、後見、補佐、補助の三つの類型を規定してお

り、本人あるいは配偶者、または４親等内の親族

等の申立てによって、家庭裁判所が弁護士や社会

福祉士などの適切な者であったり、法人を成年後

見人等に選任する制度です。

これらの法定後見の申立てが必要な状況である

にもかかわらず、本人や家族が申立てを行うこと

が難しい場合などに特に必要と認められる際に、

家庭裁判所に対し、市町村長が法定後見開始の審

判請求、いわゆる市町村長申立てを行うものであ

ります。

令和６年度、当市における市長申立ての件数は

15件となっております。

◎１６番（木村 隆洋委員） この支援事業の助

成金の支給に関しては、家庭裁判所の年間報酬付

与審判で決定された期間で、この助成金が支給さ

れると認識しております。

この期間が制度上12か月となっているのです

が、例えば福祉施設の関係者とか、この一番最初

に初年度に係る申立てを行う場合に、年間報酬付

与審判が出るのが13か月とか14か月になる場合が

実はあって、ただ、市で支給するのは12か月以内

というか12か月が限度となっています。福祉施設

の関係者からも、最初13か月、14か月、これは家

裁の通知の関係上、どうしても１か月、２か月、

多く期間がかかってしまうという場合があるけれ

ども、なかなか市のところでは12か月しか出して

くれないという、市のほうにも要望があったと思

うのですが、そのことに関して、理事者側はどう

いう見解をお持ちなのかお伺いいたします。

◎福祉総務課主幹（滝口 龍之介） 弘前市成年

後見制度利用支援事業の支給対象期間についてお

答えします。

この事業では、実施要項において支給対象期間

を12か月と定めていることから、12か月を超えた

期間については、助成対象外としております。

ただ、この実施要項は、金銭的な支援を行うこ

とで、成年後見制度の利用を促進するという趣旨

の下、弘前圏域定住自立圏８市町村による協議で

定めているものです。この実施要項につきまして

は、定期的な見直しをすることとしておりますこ

とから、来年度にかけて見直しを進めていく中

で、支給対象期間についても、構成８市町村に

よって協議する項目とすることを今検討しており

ます。

◎１６番（木村 隆洋委員） 今、前向きな御答

弁も頂きましたので、そういう声もあると、担当

も十分理解はしていると思いますので、これを８

市町村の中でも、ぜひ議題として取り扱っていた

だきたいとお願いして終わります。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは、３款１項

１目、決算書74ページ、個別避難計画作成推進事

業についてお伺いいたします。

この事業は、福祉専門職や地域住民の協力など

を得ながら、優先度の高い避難行動要支援者の個

別避難計画を作成する事業であると認識しており

ます。

そこで、弘前市における優先度の考え方、ま
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た、市が把握している事業全体の対象者数と、福

祉専門職による作成支援の対象者数についてお聞

かせください。

◎福祉総務課長補佐（金川 浩人） 個別避難計

画作成に係る優先度の考え方と全体の対象者数、

そして、福祉専門職による作成支援の対象者数に

ついてお答えいたします。

個別避難計画の作成の優先度につきましては、

市で、まず心身の状態と災害のリスクに応じて優

先度を４段階に設定しておりまして、身体障害者

手帳１級、精神障害者保健福祉手帳１級、愛護手

帳Ａ、そして要介護度４または５の方であり、か

つ浸水や土砂災害のリスクが高い地域にお住まい

の方を最も高い優先度区分としております。

また、日常的に医療的なケアを必要とする医療

的ケア児や人工呼吸器を装着している難病患者の

皆様につきましても、これは災害リスクに関係な

く、最も高い優先度区分としております。

この考え方に基づきまして、市における優先度

の高い対象者を抽出したところ、全部で1,955名

となりまして、昨年と今年の二度にわたって優先

度が高い全ての対象者に対しまして、個別避難計

画作成に関する意向の調査、意向確認を実施して

おります。その結果、計画作成の意向を示した方

は、全体で281名、そのうち福祉専門職による作

成支援が必要と回答した方が95名いらっしゃいま

した。それらの方に対しまして、ケアマネジャー

及び相談支援専門員等の福祉専門職による計画作

成支援を実施しております。

◎３番（志村 洋子委員） リスクが高い地域、

また医療的ケアを必要とするなど、優先度の基準

が分かりました。

これは説明書によると、令和６年度の福祉専門

職による支援件数が24件とのことですが、令和７

年度の支援件数と今後の事業展開についてお聞か

せください。

◎福祉総務課長補佐（金川 浩人） 令和７年度

の支援件数と今後の展開についてお答えいたしま

す。

福祉専門職による作成支援が必要な95名の方の

うち、令和６年度末までの支援実施件数は24件と

なってございますが、令和７年８月末時点では支

援の実施件数は58件となっておりまして、作成支

援が必要な方の計画の作成率については61.5％ま

で進んでおります。

また、福祉専門職による計画作成支援を実施し

ても計画の完成に至らなかった場合であったり、

計画を作成しているものの実効性が不十分な場合

などにつきましては、本人及びその家族のほか、

民生委員、児童委員、町会や自主防災組織などの

地域の皆様、そして福祉専門職などによる支援会

議というものを開催しているところでございま

す。

市といたしましては、この支援会議の中で、避

難支援を実施する地域支援者の確保であったり、

避難の場所、避難方法などについて協議をしてい

ただいて、さらに計画の実効性を高め、避難行動

要支援者の迅速な避難につなげてまいりたいと考

えております。

◎３番（志村 洋子委員） 国内外において激甚

災害が頻発していることを鑑みれば、誰一人取り

残されない支援対策が重要であると考えます。ど

うか優先度の高い市民に、個別避難計画作成につ

いての必要性を理解してもらい、スピーディーに

作成されますよう、取組の継続をお願いいたしま

す。

次に移ります。

３款１項２目、決算書75ページ、説明書84ペー

ジ、障がい理解啓発事業についてでありますが、

昨日、須藤委員の質疑で知りたいことが聞けたの

で、これは意見要望だけ申し上げます。

一言に障がいといっても多様であります。平成
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24年に東京都で作成したヘルプマーク、当市にお

いても平成28年から配付されており、かばんやつ

えなどにつけて持ち歩く方も少なくありません。

そういった目に見えない障がいなどでお困りの方

にも、児童生徒が自ら声をかけ、人を優しさで包

み込む人間に育つよう、今後も啓発の取組をお願

いいたします。

次に移ります。

３款２項１目、決算書82ページ、子育て世帯訪

問支援事業についてお伺いいたします。

子育てについて悩んだり苦しんでいる方への支

援事業であると認識しておりますが、具体的な内

容をお聞かせください。

◎こども家庭課子育て相談係長（北畠 龍） 子

育て世帯訪問支援事業の概要でございます。

この事業は、こども家庭センターが行う子育て

関連事業や、要支援児童、要保護児童に関する相

談などを通じて把握されました養育支援を希望

し、緊急に支援が必要であると認められた家庭に

対し、訪問により家事育児の援助を実施し、適切

な養育環境の確保を行おうとするものでございま

す。

市は、本事業を児童虐待リスクを低減させる予

防的支援と位置づけてございます。

令和５年度までは、養育支援訪問事業における

多胎妊産婦への家事育児の援助として実施してお

りましたが、令和６年度から独立した事業に改

め、18歳未満の要支援児童や要保護児童、ヤング

ケアラー児童等を養育する家庭まで対象を拡大し

て実施しているものでございます。

具体的な対象家庭としましては、育児ストレス

や鬱状態等により、妊娠や子育てに対して強い不

安や孤立感等を抱える家庭、食事、衣服、生活環

境等について不適切な養育状態にあり、虐待のリ

スクを抱える家庭、多胎妊婦及び２歳未満の多胎

児を養育する家庭などとなってございます。

また、支援の実施回数といたしましては、妊婦

またはゼロ歳児までのお子さんを養育する家庭は

16回、１歳児から就学前までのお子さんを養育す

る家庭は12回、多胎妊婦及び２歳未満の多胎児を

養育する御家庭は16回を上限に利用することがで

きます。

なお、利用負担につきましては、家事育児支援

の必要性を一定の基準によって判断し、必要と認

めた家庭に対して行うものであるため、無料とし

てございます。

◎３番（志村 洋子委員） 様々な課題を抱える

御家庭が対象になっていることが分かりました。

それでは、この事業を利用した御家庭の養育環

境が改善、維持できているのかお聞かせくださ

い。

◎こども家庭課子育て相談係長（北畠 龍） お

答えいたします。

多くの家庭で、事業の利用中や利用直後は、養

育環境の改善や維持が図られております。

一方で、事業の終了後に再び養育環境の悪化が

見られ、事業を再度利用する家庭もございます

が、これは本事業が不適切な養育のリスクに対す

るセーフティーネットの機能を果たしているもの

と捉えてございます。

また、支援終了時には、アセスメントシートを

用いて、標準化された項目に基づき事業評価を

行っておりますので、継続的に事業改善を研究

し、対象家庭が自立した生活を維持できるよう支

援を目指してまいります。

◎３番（志村 洋子委員） この訪問事業が孤立

しがちな子育て世帯に直接寄り添って、育児負担

の軽減に貢献し、必要な手助けを届ける上で重要

な役割を担っていることは高く評価できます。

しかし、多くの課題を抱える御家庭では、自立

して生活できるまでに高いハードルを何度も乗り

越えなければならない方も少なくないので、長期
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的な見守り等の継続をお願いいたします。

◎委員長（外崎 勝康委員） 以上で、通告によ

る質疑は終了しました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、櫻鳴会の御質疑ありませんか。

◎２５番（佐藤 哲委員） 私は、決算書77ペー

ジについて質疑いたします。これは、説明書につ

いては85ページになります。岩木地区高齢者ふれ

あい交流支援事業についてであります。

桜温泉、山陽、そして三本柳温泉の３か所につ

いて、高齢者の閉じ籠もりを防止するためという

名目で、温泉施設の利用について補助を出してい

るわけですけれども、確認いたしますが、この補

助というのは、泊まった場合についての補助なわ

けですか。３軒は全て旅館になっていますけれど

も、どういうものかお知らせください。

◎岩木総合支所長（川田 哲也） お答えいたし

ます。

この事業については、全て日帰りの事業となっ

ております。

◎２５番（佐藤 哲委員） 日帰りであれば、こ

の３か所に限定しているといいますか、この理由

が分からないわけですよ。日帰り温泉なんていろ

いろなところにあるわけでして、この３か所に限

定しているというのは何か理由があるわけです

か。

◎岩木総合支所長（川田 哲也） お答えいたし

ます。

３か所に限定されているという理由なのです

が、まず条件として無料送迎が自社で可能なとこ

ろということと、温泉施設というところ、あとは

岩木地区にあるというところで、実際に５か所の

事業所がございました。その中で、５か所に単価

を提示した上で、業務委託の入札というか見積り

合わせを行ったところ、２か所が辞退したという

ことで３か所に決定したものです。

◎２５番（佐藤 哲委員） この場合、どういう

ものなのでしょうね、送迎を伴うとなると、何人

もで固まって行くことになるわけですよね。固

まっていくということは、まず団体に加入した

り、それから仲間うちで声をかけ合ったり、初め

からそういう人たちというのは、いろいろな交流

を持っている人たちだと思うのですよ。そうなる

と、文言の閉じ籠もり防止ということからは

ちょっと外れているのではないかと私は考えるの

ですけれども、どう思いますか。

◎岩木総合支所長（川田 哲也） お答えいたし

ます。

そもそもこの事業は、各町会などの老人クラブ

の単位で動いていたものでございます。ただ、近

年では老人クラブの活動があまり積極的ではなく

なったり、会員の減少とかも見られてきて、クラ

ブ単位で動くというのがなかなか難しくなってき

たことにより、そこを緩和いたしまして、地区の

中で３人以上であれば利用できるというふうに緩

和しているものですので、団体に加入していない

人でも参加できるということになります。

◎２５番（佐藤 哲委員） 桜温泉なんかは配管

の問題があったりして、休業期間がすごく長かっ

たりしたわけですよ。大したいい事業だと思いま

すので、もう少し円滑にやれるような方向性に

持っていっていただきたいなと思っております。

同じく、決算書の77ページになりますけれど

も、独り暮らしの高齢者に対して緊急連絡が可能

な装置を設置して、それを貸与しているという、

社会福祉協議会とＡＬＳＯＫがやっているサポー

トなのですけれども、説明書を見てみますと、社

会福祉協議会が新規に設置した台数というのはゼ

ロということで、ホームネットとかＡＬＳＯＫが

やっているところは、年間23台、新規にまたやる

ようになっていますけれども、この緊急通報シス
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テムは物すごく大事な役目を果たしてきていると

思うのです。高齢者の独り暮らしというのは物す

ごく多いものですから、これはみんな心配なわけ

ですよね、孤独死している可能性がありますの

で。

台数はこの程度なのですけれども、一体、弘前

市内に相当数、必要な台数というのは計算して、

およその把握でもしておられるものですか。

◎介護福祉課長（工藤 信康） 現時点で必要数

までの把握は困難なものと考えております。

◎２５番（佐藤 哲委員） 多分困難であろうと

いう答えが返ってくるだろうと思っていたのです

けれども、どれほどいるか分からないわけです

よ、独り暮らしの方というのは。

私の知り合いなんかも救急車を呼んで、夜中に

体調が悪くなったときとかに行ったりしています

けれども、そうなると、救急車に乗っただけでお

金を取られるとか、入院しないでストレッチャー

の上で手当てをしただけであったら、救急車の代

金が取られるとか、そんなことがあったりして、

非常に毎日の生活というのが心配だという方が随

分いらっしゃるものですから、独り暮らしの生活

といいますか、どんな人でも、私は今年になって

友達が何人も亡くなりまして、突然死ぬわけです

よ。前の日までぴんぴんしていて、会社で死んだ

方もいらっしゃいますし、飲んでいる途中でば

たっと死んだ人もいますし、いつどうやって亡く

なるか分からない状態であれば、高齢者の方々を

市がどうやってきちんと把握して、遠く離れたと

ころにいる家族の人たちに連絡を取るというシス

テムを構築するというのは、物すごく大事な仕事

になっていくと思うのですけれども、これについ

てどういうお考えをお持ちですか。

◎介護福祉課長（工藤 信康） 幅広い形での質

疑という形になりましたので、現時点で考えてい

るものとしては、終活情報の登録制度を現在煮詰

めている最中でございますので、それも一つの手

段として考えております。

◎２５番（佐藤 哲委員） 同じく、説明書の中

に、生活支援ハウス運営事業業務委託は、委託先

が伸康会、それから弘前豊徳会。豊徳会というの

は「ひいらぎ」ハウスと読むものですか、きへん

に冬と書きますが。

両方で30人になっていますけれども。退所する

方というのは、亡くなったりして退所するのだろ

うと思っているのですけれども。

こういうところに年間で1940万3000円の支払い

をしているわけですけれども、利用している金

額、利用者の金額というのはもちろん自己負担が

あると思うのですけれども、この兼ね合いという

のはどうなるわけですか。年間１人当たり50万円

か60万円、そんな補助になっているのですけれど

も、これについては、入所している人たちの自己

負担額というのはどのぐらいの数字で見ています

か。

◎介護福祉課長（工藤 信康） 生活支援ハウス

での利用料金ということですけれども、まずは居

住部門、住む部門での負担額ということで、年間

の収入に応じまして、120万円以下であれば利用

者負担はゼロの金額から240万１円以上の５万円

までとなっているほかに、居住部分の利用に伴う

光熱水費の実費となっております。

大体、高ければ５万円から７万円という形に

なっております。

◎２５番（佐藤 哲委員） 120万円以下の年収

となると、国民健康保険しかない方というのは無

理なわけですよね。そうなると、生活保護費で

もって充当しているという状態になりますか。

◎介護福祉課長（工藤 信康） 年間収入が120

万円以下の方は利用料がゼロということですけれ

ども、生活保護の方もいらっしゃいますし、年金

でやりくりして入所している方もおります。
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◎２２番（松橋 武史委員） 決算書72ページ、

３款１項１目、社会福祉総務費の、ブルーライト

設置事業についてであります。

皆さん御存じのとおり、ブルーライトは発達障

がい者や手話言語への理解と啓発を促進するシン

ボルカラーとして、建物やオブジェをブルー、青

色にライトアップする活動。そして、４月２日に

ついては、世界自閉症啓発デー、９月23日は手話

言語の国際デー、それに合わせてブルー、青色の

シンボルカラーで啓発活動が行われ、市民の意識

向上や支援の輪を広げるという目的があるという

ことは御存じのとおりだと思います。

前年度、どの場所にブルーライトを設置したの

かお知らせください。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） 前年度につき

ましては、弘前城本丸でブルーライトを点灯して

おります。

◎２２番（松橋 武史委員） 先般の弘前自閉症

児者親の会の総会だったか、会合において、会員

の方から人目につく場所、目立つ場所に設置をし

なければ意味がないという声が届けられているこ

とと思います。その声は届いていますでしょう

か。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） その際の意見

交換会に私も出席しておりました。お話を伺って

おりまして、その際に、会員の方からは、土手町

一帯を青く染めていただきたいとか、結構華やか

なアイデアを頂いたのですけれども、こちらで

も、ライトアップの機械自体も結構高価なもので

もありますし、なかなか土手町一帯を全部照らす

というのは、ちょっと難しいということで答弁を

しております。

◎２２番（松橋 武史委員） もう少し、設置す

る側が設置しやすい場所ではなく、これに携わっ

ている方、そしてまた、この活動に希望や期待を

寄せている方の意見を反映していただきたい。

今の課長の答弁では、無理だからやらないとい

うゼロ回答であります。もう少し踏み込んで、こ

の方々の意見をしっかり受けて形にしていただき

たいと思います。よろしくお願いします。

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、日本共産党

の御質疑ありませんか。

◎４番（三浦 行委員） ３款１項１目、決算説

明書77ページの、自立相談支援事業について質疑

します。

まず、概要についてと相談件数の実績をお伺い

します。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

自立相談支援事業の概要と件数ということについ

てお答えいたします。

自立相談支援事業の事業概要でございます。本

事業は、平成27年度に生活保護に至る前の生活困

窮者に対する第２のセーフティーネットとして創

設された生活困窮者自立支援制度の中の事業とし

て実施しております。複合的な要因によって、こ

れまでの制度とか相談機関では十分に対応できな

かった生活困窮者の思いとか課題を包括的に受け

止めまして、生活困窮者の自立と尊厳の確保等の

実現を目指すものとなっております。

具体的には、生活困窮者が抱えている課題、そ

ういったものを評価・分析する、いわゆるアセス

メントして相談ニーズを把握すると、その相談

ニーズに応じた支援を計画的かつ継続的に実施で

きるよう自立支援プランを策定し、そのプランに

基づいて関係機関等と連携しながら支援をしてい

るというものになっております。

また、その件数でございますけれども、過去３

年の相談実績となりますが、これは新規相談件数

ということですけれども、令和４年度は236件、

令和５年度は131件、令和６年度は150件となって

おります。

また、先ほど言ったプランの作成件数になりま
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すけれども、令和４年度は123件、令和５年度は

121件、令和６年度は104件となっております。

◎４番（三浦 行委員） 再質疑ですが、どのよ

うな相談が多いのか、また、仕事や生活の相談に

ついて、どのように対応しているのかお伺いしま

す。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

相談内容でございます。

相談内容は、複合的な課題で御相談にいらっ

しゃる方が多いです。その中で、相談の中で主

訴、最も相談する方が課題だと感じている部分で

統計を取っておりますが、最も多いものとして

は、令和６年度については、お仕事探し、就職に

ついてが全体の36.7％、続いて、収入、生活につ

いてが30.7％と、相談の令和６年度全体の６割

を、この二つの課題で占めているというところに

なっております。

また、仕事、生活の相談について、どのように

対応をしているのかというところでございますけ

れども、相談者が抱えている課題を、まずはアセ

スメントいたしまして、相談ニーズに応じて、関

係機関とも連携しながら支援をしていると。具体

的には、例えばお仕事の相談につきましては、当

センターで実施している無料職業紹介事業を利用

したり、労働局、ハローワークと連携して実施し

ている生活保護受給者等就労自立促進事業を利用

するなど、その方の世帯の環境とか、その方の特

性といったものに応じた事業を選択しながら支援

をしております。

◎４番（三浦 行委員） 先ほどの概要の御答弁

にあったプランに基づく支援等はどのようなこと

かということと、あと、事業概要の答弁にあった

第２のセーフティーネットとはどのようなものか

というのをお伺いします。

◎生活福祉課就労自立支援室長（木村 敬之）

まず、事業概要にあったプランというところでご

ざいます。

こちらは、その相談者のアセスメント結果を踏

まえて、継続的な支援が必要となった方について

は、計画的に支援を行うため、相談者と当セン

ターの協働により一緒にプランを作成すると。そ

のプランに基づいて関係機関が出席する支援調整

会議という会議がございます。そちらで目標とか

支援内容とか、そういったものについて協議の

上、支援内容を決定します。その具体的な支援に

つきましては、支援調整会議で決定したプランに

基づいて支援を行っていくと。実際、そのプラン

を作成することで、支援内容というものが可視化

されまして、プランの期間にどういった支援をす

るのか、またその支援が終了した後、当初定めた

目標についてどこまで達成できたか、また、達成

できなかった場合には、その要因を改めて分析し

て、また目標達成に向けて相談者と一緒にプラン

を改めてつくっていくという形になっておりま

す。

また、事業概要にあった第２のセーフティー

ネットというところでございますけれども、一般

的に社会保険とか労働保険など、雇用を通じた

セーフティーネットを第１のセーフティーネッ

ト、また生活保護を第３のセーフティーネットと

位置づけておりまして、その間の仕組みになるも

のを第２のセーフティーネットと呼んでおりま

す。今回の生活困窮者自立支援制度というもの

は、この第２のセーフティーネットという部分を

担っておりまして、重層的なセーフティーネット

の構築というものを目指しております。

具体的には、生活に困窮している方に対して、

生活保護に至る前の段階で、自立に向けた支援を

行うことで、課題がより複雑化・深刻化する前に

自立につながる支援を行うとともに、また、相談

の段階で生活保護につないだほうが適切な方とい

うのもいらっしゃいます。そういった方には、生
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活保護制度を紹介いたしまして、場合によって

は、同行支援等をするなどして、まずは生活の安

定を図るという形で支援をしているということに

なっております。

◎４番（三浦 行委員） ありがとうございま

す。

当市でも近年、生活困窮者が増えています。生

活保護も含めて、本相談支援事業を充実させて、

市民に寄り添った対応を要望します。

◎委員長（外崎 勝康委員） ほかに、日本共産

党の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さくら

未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、創和・公明

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、奏望会の御

質疑ありませんか。

◎１２番（齋藤 豪委員） 決算書74ページで

す。３款１項１目19節扶助費、物価高騰に伴う緊

急支援給付金のところです。

74ページには様々な給付金が書かれています。

まず、この給付金の対象になられた方と給付され

た実績をお持ちであれば、お聞かせください。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 物価高騰緊急支

援給付金についてお答えいたします。

令和５年度の事業として開始いたしましたが、

申請期限を令和６年４月22日としておりましたの

で、令和６年４月以降に申請のあった給付金につ

いて、６年度の繰越事業で支払ったものです。

支給した世帯数についてお答えいたします。給

付世帯数は２万5665世帯となります。

◎１２番（齋藤 豪委員） 物価高騰緊急支援給

付金、あと下にも、物価高騰生活支援臨時給付金

というのがあります。これは、両方別と考えてよ

ろしいでしょうか。

あと、その上の生活支援臨時給付金(その①)、

子育て世帯生活支援臨時給付金、生活支援臨時給

付金(その②)とあります。これらについて、どう

いう内容で、どういう方が対象だったのか、どう

いう方に支払われたのか、対象要件等があればお

聞かせください。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 大変失礼しまし

た。

まず、一つ目の物価高騰緊急支援給付金につき

ましては、生活に困窮する世帯に対する緊急支援

を目的に、地方単独事業として、市が住民税非課

税世帯に対して、１世帯当たり７万円を給付した

ものです。給付実績は、先ほど答弁しました２万

3674世帯になります。対象世帯は２万5665世帯あ

りましたので、そのうちの92.24％の方に給付す

ることができました。

二つ目の物価高騰に伴う臨時冬季生活支援給付

金につきましては、一つ目の物価高騰緊急支援給

付金の対象者の方に対して、燃料費や食料品等を

はじめとした生活に係る費用の一部を給付すると

いう目的で、１世帯当たり１万円を上乗せして給

付したものです。給付件数は、一つ目の物価高騰

緊急支援給付金と同数となります。

それから、三つ目が生活支援臨時給付金(その

①)であります。こちらは、住民税非課税世帯に

は該当しない方で、個人住民税の定額減税の対象

とならない住民税均等割のみ課税の世帯に対し

て、１世帯当たり10万円を給付したものでありま

す。こちらも令和５年度の繰越事業として実施し

ましたので、６年度中に支払ったものが今回の決

算となっております。給付実績は3,953世帯で、

対象世帯は4,046世帯おりましたので、給付率は

97.7％となりました。

それから、四つ目の子育て世帯生活支援臨時給
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付金(その①)であります。こちらは低所得者の子

育て世帯、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税

世帯でありますが、その方に対して給付を支援し

たものです。令和５年度の生活支援臨時給付金の

給付対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯

に対して、児童１人当たり５万円のこども加算を

支給したものです。給付実績でありますが、こち

らも令和５年度から令和６年度への繰越しとなり

ましたので、令和６年度に給付したのは244人と

なっております。令和５年度に給付した方は

1,930人おりましたので、合計すると2,174人の方

に給付となりました。対象の方2,285人のうち約

95％の方に支援しております。

次の生活支援臨時給付金(その②)であります。

こちらは、令和５年度には課税世帯として給付の

対象とならなかった方で、令和６年度に新たに住

民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみの課

税世帯となる方に対して、令和５年度と同様に１

世帯当たり10万円の給付を行ったものです。実績

としましては、対象となる方2,304世帯のうち

2,064世帯に対して給付を行いました。給付率は

89.58％となっております。

それから、子育て世帯生活支援臨時給付金(そ

の②)であります。こちらは、令和６年度の生活

支援臨時給付金の給付対象世帯のうち、18歳以下

の児童のいる世帯に対して、こちらも児童１人当

たり５万円のこども加算を支給したものです。対

象となった263人の方のうち給付したのが255人、

給付率が97％となっております。

次が、物価高騰生活支援臨時給付金です。こち

らは、令和６年度の住民税非課税世帯に対して、

１世帯当たり３万円を給付したものです。こちら

は、対象世帯２万5430世帯のうち給付したのが２

万3109世帯、給付率は約91％となっております。

最後です。子育て世帯物価高騰生活支援臨時給

付金です。こちらは、令和６年度の物価高騰生活

支援臨時給付金の支給世帯のうち、18歳以下の子

供がいる世帯に対して、当該児童１人につき５万

円を給付したものです。こちらは、対象の方が

2,062人のうち給付した方は1,965人、給付率は

95.29％となりました。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

９割、100％に近い方が一応頂いているわけで

すけれども、100％にならなかった理由は何かつ

かんでおられますか。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 対象となる方に

は、給付金を何回かに分けてやっていますので全

部同じではないのですが、往復方式のプッシュ型

として、こちらで課税情報に基づいて抽出した対

象となると思われる方に確認書を送って、その確

認書の記載内容を確認していただいて返送しても

らうなど、周知には努めておりました。あとは、

ホームページですとか広報ひろさきとかでももち

ろん周知いたしましたし、例えば視覚障がい者の

方には点字シールを貼って送付したり、民生委員

児童委員協議会の定例会で概要を説明して、相談

があった場合にはお伝えしていただくようにと

か、お願いはいろいろしておりました。

給付申請をしなかった方の理由までは把握して

はいないものですが、中には手続が面倒だという

方もおりました。あとは、学生の方で他市にお住

まいの親御さんの扶養になっている方などは対象

外になって申請に至らないという事例もありまし

た。

◎１２番（齋藤 豪委員） 手続が面倒だという

のは、できれば行政としてしっかりカバーしてほ

しいなという思いです。あと、給付していただい

た方に代わって、どうもありがとうございます。

この質疑は終わります。

次に、決算書88ページです。３款３項１目、委

託料ですけれども、生活保護法改正に伴うシステ



－ 339 －

ム改修業務委託料であります。この委託先と、ど

ういう法改正があったのかお聞かせください。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 生活保護法改正

に伴うシステム改修業務委託料についてお答えい

たします。

現行のシステムを生活保護法の改正により変更

したものですが、就学準備給付金の制度が改正さ

れまして、就労自立給付金、就学準備給付金の生

活保護システムでの修正を図るための変更の委託

を行いました。

委託先は、システム導入業者である日本電気株

式会社青森支店となりました。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

生活保護法改正ということだったので、生活保

護に関わる何か改正があったのかなという疑問も

ありました。私自身、法には詳しくないので、分

かりました。

生活保護は当市で何人の方が受給されています

か。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 人数ではなくて

世帯数で集計を取っておりまして、これは各月の

平均の世帯数になりますけれども、令和６年度は

3,584世帯、人数は4,142名となっております。ち

なみに令和５年度だと3,655世帯、人数だと4,248

人でありました。

◎１２番（齋藤 豪委員） ちなみに、生活保護

の受給をお願いしたいと窓口に来られる方という

のは年間何人ぐらいか、相談件数をお知らせくだ

さい。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 相談件数であり

ますが、年間の延べ件数で、令和６年度は1,006

件となりました。令和５年度は972件でありまし

たので、相談件数は増加しております。

◎１２番（齋藤 豪委員） 相談件数ともに増加

していると。相談しに来た方で、採択になった

方、なられなかった方というのはどれぐらいの割

合でしょうか。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 相談件数のう

ち、生活保護開始になった件数でありますが、令

和６年度は416件、令和５年度は381件でありまし

た。

◎１２番（齋藤 豪委員） それはどういう理由

でそのようになったのか、もし差し支えなければ

お聞かせください。

◎生活福祉課長（間山 博樹） 開始にならな

かった理由ですか。

◎委員長（外崎 勝康委員） ならなかった理由

でしょう。

◎生活福祉課長（間山 博樹）（続） いろいろ

なケースがありますけれども、その世帯ごとに最

低生活費が国の基準で定められております。その

最低生活費に対して、申請のあった方が向こう１

か月生活できるかどうかの比較で決まるのですけ

れども、最低生活費よりも収入のほうが上回った

場合には生活保護の申請は却下となります。

◎１２番（齋藤 豪委員） これ以上はお聞きし

ませんけれども、いずれも給付金のところも生活

保護のところも不用額が出ています。予算を全部

執行してくださいというわけではありませんけれ

ども、理事者皆様方の御努力で、こういう不用額

というのは出ているのだと思います。それもまた

しかりだと思います。

話は変わりますけれども、今、ＮＨＫの朝ドラ

でアンパンマンをつくったやなせたかしさんの特

集をやっています。アンパンマン、自分の顔を

困った人に食べさせるというコンセプトで始まっ

たそうです。50歳のときに描いて、最初は気持ち

悪いとか、そういうことをするものではないと

か、ヒーローがみっともないという批判ばかり

で、69歳になってようやくアンパンマンは世に出

てきたそうです。
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ここに、弘前市に生まれた子供から市民課の墓

場まで、揺り籠から墓場までおられます。弘前市

に生まれてよかった、私も給付金を頂きました。

ありがとうございます。もしかしたら私も、佐藤

哲委員が言われたとおり、孤独死をするかもしれ

ません。そういうときにしっかりとケアしていた

だける弘前市であってほしいなと常々言っており

ますけれども、何とか、そのように取り組んでい

ただければ、窓口に来た方には笑顔で接していた

だければと思います。

◎委員長（外崎 勝康委員） ほかに、奏望会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、無所属議員

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって、３款民生費に対する質疑を終結い

たします。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、４款衛生費

に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（佐伯 尚幸） ４款衛生費の

決算について御説明申し上げます。

88ページから97ページの１項保健衛生費は、健

康増進課、地域医療課、環境課等に係る経費であ

りまして、予算現額30億8175万9000円に対しまし

て、支出済額が27億6144万3281円で、３億777万

9999円の不用額となっております。翌年度繰越額

は、水道事業会計負担金であります。

不用額の主なものを申し上げます。

89ページの２目予防費12節委託料の１億8319万

9672円は、予防接種業務委託料などの支出が見込

みを下回ったことによるものであります。

94ページの６目保健活動費12節委託料の3465万

9008円は、妊婦・乳児健康診査業務委託料などの

支出が見込みを下回ったことによるものでありま

す。

95ページの７目健康増進対策費12節委託料の

2177万285円は、健康診査業務委託料などの支出

が見込みを下回ったことによるものであります。

97ページから100ページの２項清掃費は、ごみ

の収集運搬、処分及びし尿処理に係る経費であり

まして、予算現額29億1253万9500円に対しまし

て、支出済額が27億4654万684円で、1552万9316

円の不用額となっております。

翌年度繰越額は、埋立処分場第２次水処理施設

改築更新事業に係るものであります。

以上で、４款衛生費の説明を終わります。

◎委員長（外崎 勝康委員） 本款につきまして

は、７名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、日本共産党。

◎１番（須藤 江利加委員） よろしくお願いし

ます。

私からは、４款１項７目、がん患者医療補正具

購入助成金についてお伺いします。決算書では96

ページ、説明書では115ページに当たります。

今回、この事業自体はまだ始まったばかりで、

令和６年度の４月から始まったと思っていました

けれども、今回実績としては数は出ております

が、事業の実績のもうちょっと詳しい状況、詳細

についてお伺いします。

◎健康増進課長（太田 泰輔） がん患者医療用

補正具購入費助成事業の実績の詳しいところでご

ざいますが、種類ごとの件数をお答えしたいと思

います。

まず、医療用ウィッグ60件、医療用ウィッグと

インナーキャップの同時購入が６件、毛髪つきの

帽子が１件、人口乳房が１件、補正下着が１件、

補正下着と補正パッドの同時購入が２件、合計で

助成件数は71件でございます。
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◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

件数はかなり多いなという印象です。たしか50

件を見込んで始まったと記憶しているのですけれ

ども、今回かなり増えた状況、今お話ありました

が、増えたそもそもの理由というか要因という

か、何か捉えていることがあればお答えくださ

い。

◎健康増進課長（太田 泰輔） 伸びた要因とい

うところについてでございますけれども、こち

ら、事業開始に当たりましては、まず県内市町村

の同様の事業の実施状況を調査しております。そ

して、当市より人口が多い八戸市のほうが年間50

件程度で見込んでいたということを参考にいたし

まして、当市も年間50件ということを見込んだと

ころでございます。

そして、令和６年度からの事業開始に当たりま

しては、年齢、性別、所得による制限を設けず

に、過去にがん治療を終えている方で、それに起

因する脱毛や乳房の切除に悩んでいる方も対象と

して、幅広く活用していただける事業といたしま

した。また、周知につきましては、弘前大学をは

じめとした各医療機関にも御協力いただき、また

チラシやＳＮＳのほうも活用してございます。

その結果、71件と見込みを超える実績となった

ものでございますが、今回の事業をきっかけに、

購入をためらっておられた方が、事業開始をきっ

かけに購入されたというところが影響した大きな

要因だと思ってございます。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

事業の中身をホームページ、市で出しているも

のも拝見していますけれども、ウィッグそのもの

もそうだし、帽子みたいなものについているよう

なタイプも様々ある中で、そういったところに対

応できるような取組が進んだというのは、かなり

市民の方のニーズを捉えたのではないのかなと

思って見ていました。

個人的にウィッグ自体を、生のものを見たこと

はないのですけれども、医療機関で医療用の帽

子、がん治療の患者の帽子のケアでも、かなり質

の部分については慎重にやらないといけないみた

いで、人それぞれに肌に合わないものがあります

ので、合う・合わないというところが非常に肝に

なってくるようなのです。それで、ウィッグその

ものの値段というのが、今回、市では３万円の上

限で購入費の半分を助成しているわけなのですけ

れども、どのような金額のものが割と出ているも

のなのかというところは捉えていらっしゃいます

でしょうか。

◎健康増進課長（太田 泰輔） ウィッグの購入

価格はどれぐらいの価格帯かというところでござ

いますけれども、具体的なところで申しますと、

１万円以下のものが２件ございました。また１万

円から４万円未満が６件、あと４万円から５万円

未満が13件、５万円から６万円未満が７件、６万

円から７万円未満が６件、７万円以上８万円未満

が３件、８万円以上９万円未満が４件、９万円以

上10万円未満が６件、そして、10万円以上では、

10万円以上15万円未満という中で16件ございまし

て、あと15万円以上の価格帯のものが４件となっ

ております。

医療用ウィッグは１万円未満から30万円以上ま

で、今お話ししたとおり幅広く分布しておりまし

て、１万円単位で区切った場合、最も多いのが４

万円以上５万円未満の13件でございます。そし

て、これを含む４万円以上11万円未満が、全67件

中の45件を占めている状態でございます。

また、胸部補正具のほうになりますけれども、

こちらの助成件数は４件で、最低価格は５万5660

円、最高価格は29万7000円、平均購入価格が11万

9158円となってございます。
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◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。物によっては、かなり金額に上限があると

いうことは確認できました。

せっかく買うのであれば、しっかり肌に合うも

のとか、見た目にもあまりウィッグ感がないよう

なものというのを、欲しい方は多分求めていらっ

しゃるのかなと思うのですが、これは思うところ

でしかありません。今回、いろいろ利用されてき

た方々の件数は分かってきたのですが、かなり医

療機関の努力もあったのではないのかなと思うの

ですけれども、利用者の方であったり、勧めてい

ただいた医療機関からの声、何か捉えていること

があるのであれば教えていただきたいのですが、

ありますでしょうか。

◎健康増進課長（太田 泰輔） 直接捉えている

かというと、その辺は捉えていないところではご

ざいますけれども、これだけ数多くのものが助成

されたというところから見ますと、医療機関の働

きかけというところは当然あったと思いますし、

ウィッグであれば、さくら野にも入っております

けれども、お話が少し聞こえてきた中では、そち

らでもこういう助成があるよということで、お声

がけいただいたということで、関係者の方々皆様

にこの事業については広く周知いただいて、皆様

に賛同いただいていると解釈してございます。

◎１番（須藤 江利加委員） 医療機関だけでは

なくて、さくら野等でも働きかけがあったという

のは、今初めて知りましたので、すごくよかった

なと思います。でも、実際に利用している方の声

はしっかり捉えていく必要があるのではないかな

と思うのですけれども、現時点で始まったばかり

の事業ではあっても、これだけ利用率が高いもの

ですから、市として、今後、何か改善する予定で

あったり、もしくは課題をどのようにお考えに

なっていますでしょうか。

◎健康増進課長（太田 泰輔） まず、課題とし

て考えられることで言いますと、価格帯がかなり

幅広いというところでございます。どの辺が適正

な値段かというところがあって、今現在、私ど

も、３万円を上限にやっておりますけれども、こ

ちらが果たして、今現在は適正だと思ってやって

おりますけれども、物価も上がっておりますし、

今後これが適正かどうかというのは、今後も考え

ていかなければならないところかなと思っていま

すので、引き続きその辺については研究してまい

りたいと考えております。

◎１番（須藤 江利加委員） 今、かなりよいお

話を頂けたので、改善する余地がまだまだあるの

かなと思うのですけれども、当市の部分でしか私

も知り得なかったので、他の自治体ではどういう

ふうな状況なのかなというのを個人的に調べてみ

たのです。そうしたときに、がん治療以外の病気

でも脱毛というのは起きていて、ウィッグが必要

な方というのは実は存在すると、最近も市民の方

から言われまして、こういった事業というのはす

ごくいいけれども、多様に柔軟にできるもので

あってほしいということを聞きました。

実際にやっている自治体は、千葉県の流山市で

はやっています。名前としても、がん患者だけの

名前で収まらないで、がん治療ほかという形で

やっている状況もありまして、さらに言えば、が

んというのは、一度治療自体が収まって脱毛も落

ち着いたとしても、再発ということが考えられる

のです。実際、結構転移してしまって、また、が

んになってしまったという事例は、私も知人とか

知り合いであったりするのですけれども、そのが

んの再発にも使える、再発の方にもまた助成でき

ますよという事業であるということも確認してい

ますので、こういったことにも柔軟にできるよう

な取組を進めていただきたいなと思うのですが、

このお話は、すみません、今初めてするので、市

としてどのように考えるかというところは難しい
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かもしれませんが、今のお話を受けて、何か考え

があればお答えいただけますか。

◎健康増進課長（太田 泰輔） ただいま委員か

らお話しされたことはもっともだと思うところで

ございます。がんは１回だけではなく、再発も当

然あり得るということもございますし、様々な自

治体によって、がんだけでないところもあるとい

うお話もございました。また、がんの中でも、

ウィッグ以外のものを、私どもで対象にしている

もの以外でも対象にしているようなケースも、よ

その自治体ではあります。そういうのもあります

ので、よい制度にしていきたいというところを念

頭に置いて、今後も他のよい事例は勉強させても

らいながら、少しでもよい形の制度にしていきた

いとは考えております。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。前向きな答弁を頂けてうれしいのですけれ

ども、最後に要望意見として終わらせていただき

ます。

ウィッグとか胸の補正具と捉えるところが多い

のですけれども、言葉で言えばそうかもしれませ

んが、生活の質―ＱＯＬを支える視点で考えて

いく必要があると思います。脱毛による外見の変

化というのは、精神的な負担がかなり大きくて、

社会的な不安にもつながることですので、単なる

見た目のカバーというところではなくて、安心感

であったり快適さ、自分らしさを支えるアイテム

が求められているのではないかと思うのです。

そして、全国的にもかなり増えてきているのが

ウィッグだけではなくて、帽子であったり、見た

目はそれぞれにどういうふうにしたいかというの

は個人差がありますから、バンダナとかメイク、

まつげも抜けるのですよね、そういった部分で

あったり、多様に支援ができるようなトータル的

なアピアランスケアというところの視点で、脱毛

だけでなくても、いろいろ多分、今後課題として

考えていけるのではないかと思います。やけどで

あったり、事故やいろいろなことで顔のパーツを

欠損してしまう事例というのもありますし、指が

何かに挟まってなくなってしまうというのは私の

知人でもいます。でも、そのままになっている

と、人の目が気になりますから、そういった部分

にも弘前市としてしっかりと、まずは市民の皆さ

んの声を聞いていくのが何より大事だと思います

から、捉えるようにしていただきつつ、今後の運

営の改善もいろいろ進めていただければと思いま

す。ありがとうございました。

◎４番（三浦 行委員） ４款１項６目、決算書

94ページ、決算説明書110ページの、５歳児発達

健康診査・相談事業について、概要をお聞かせく

ださい。

◎こども家庭課主幹（土岐 暖子） ５歳児発達

健康診査・相談事業の概要についてお答えいたし

ます。

５歳時点の発達について支援を要するお子様を

把握し、適切な支援につなげることを目的に、弘

前大学の協力の下、１次健診、２次健診、結果説

明の３段階で、誕生月に応じ対象となるお子様を

年２回に分けて実施しております。

１次健診は、ウェブまたは紙媒体のアンケート

形式で５歳児全員を対象としております。２次健

診は、１次健診の結果により、発達に関する詳細

な検査が必要とされたお子様を対象に、精神科医

師による診察や知能検査などを実施しておりま

す。

結果説明では、１次健診や２次健診により分

かったお子様の発達特性や診断内容等について、

精神科医師や臨床心理士から説明を行うととも

に、必要なお子様には、市教育センターの指導主

事による就学に向けた相談を行っております。

◎４番（三浦 行委員） 決算説明書を見ると、

２次健診の対象者数が176人、受診者数が129人と
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なっており、47人が受診していないようですが、

この理由をお伺いします。

◎こども家庭課主幹（土岐 暖子） ２次健診を

受診しない理由につきましては、未受診者の保護

者へアンケート送付や電話連絡により、全員へ状

況確認を行っております。

受診しない理由といたしましては、発達につい

て心配していない方が38.3％と一番多く、既に医

療機関を受診済み、または受診予定の方が12.8％

となっております。

そのほか、５歳児発達健診は、就学に向けた準

備を目的とした法定外健診であることから、２次

健診の案内では、既に愛護手帳を取得されている

お子様につきましては、早期に就学の支援につな

がるよう、就学に向けた教育相談を御案内してお

ります。

◎４番（三浦 行委員） 要請した資料を拝見し

ますと、結果説明の対象者、実施者129人のう

ち、発達支援を要する要支援、要観察が123名と

なっておりますが、過去３年間の要支援、要観察

の推移と保護者へ支援していることがあればお聞

かせください。

◎こども家庭課主幹（土岐 暖子） ２次健診を

受診したお子様のうち、要支援、要観察と判定さ

れたお子様の割合は、令和４年度は91.3％、令和

５年度は95.1％、令和６年度は95.3％となってお

ります。保護者への支援といたしましては、結果

説明の際にお子様の発達のことをより深く理解す

る機会となることを説明し、就学の準備を保育園

等とスムーズに行うことができるよう、保育園等

の先生方の同席をお勧めしております。

既に療育を利用されている場合は、療育機関の

職員も同席し、就学に向けて適切な支援が受けら

れるよう、保護者と療育機関等で健診結果を共有

することをお勧めしております。

◎４番（三浦 行委員） 本事業は、５歳児の進

学や将来の進路に重要だと認識しました。

保護者の方がおっしゃっていましたが、本事業

にかかわらず、園児に発達障がいが今増えている

ということもありますけれども、保育園の先生が

報告や仲介をしてくださって大変助かってはいま

すが、心理的負担がないかと心配されていまし

た。ですので、保育士の負担軽減を要望して終わ

ります。

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さくら

未来。

◎７番（竹内 博之委員） 私からは４款１項５

目、決算書92ページの説明書106ページ、急患診

療所について幾つかお伺いしていきます。

これは説明書を見ると、夜間及び日曜日、休

日、年末年始等の日中に、１次救急患者の診療を

実施するということで書かれております。今回、

質疑をするに当たって、この運営にちょっと課題

があるのではないかという問題提起をして、質疑

をしていきたいと思います。

まず、急患診療所に電話をしました。その電話

をした市民がいろいろ症状を言って、急患診療所

では診られないということで、弘前総合医療セン

ターに行ってくださいというケースが、会派の中

で話している中で、私も市民からの相談があった

ということを言ったら、ほかの議員からも同じよ

うなケースがあるのだと。ここの部分に関して非

常に市民の満足度がよくないということで、今回

決算の審議に当たって、いろいろ聞いていきたい

と思うのですけれども。

まず、急患診療所に電話した際に、では来てく

ださいとか、電話で済む場合とか、はたまた今市

民の満足度が高くない輪番病院に行ってください

とか、いろいろなケースがあると思うのですけれ

ども、まず問合せに対する返答がどういう状況、

電話で済んだのが何件あるのかとか、では来てく

ださいというものが何件あるのかとか、その辺り
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の数字について教えてください。

◎地域医療課長（吉崎 拓美） 電話で相談があ

り、受診した、あるいは２次救急輪番を紹介した

という件数ですけれども、直接、急患診療所に受

診された方が電話してきた件数は把握してござい

ませんので、２次輪番病院に紹介した件数につき

まして、御報告というか、答弁させていただきま

す。

急患診療所に問合せがありまして、電話相談の

みで済んだ件数につきましては、過去３年で申し

上げますと、令和４年度が3,182件、令和５年度

が2,853件、令和６年度が2,025件となってござい

ます。そのうち、急患診療所に電話があって、症

状を聞き取りして、その結果、急患診療所に受診

することなく輪番病院を紹介したという件数につ

きましては、令和４年度が1,795件、令和５年度

が1,966件、令和６年度が1,606件となってござい

ます。

先ほど申し上げました電話相談のうち、症状を

聞き取りしたという、今、紹介した数値について

はまた別な件数になってございます。

◎７番（竹内 博之委員） 今、多分電話相談の

みで済んだ件数を答弁いただいたと。そのほか

に、急患診療所に問合せがあって、症状を聞いて

輪番病院に回したという数字の部分を答弁いただ

いたと思います。

ここで、症状を聞き取りして輪番病院を紹介し

たという際に、弘前大学医学部附属病院と健生病

院と、弘前総合医療センターというのが主だと思

うのですけれども、急患診療所に電話して、その

聞き取りをした方が判断するのか、誰が判断して

輪番病院に行ってくださいという紹介をしている

のかお伺いします。

◎地域医療課長（吉崎 拓美） 誰が判断してい

るのかというところでございますけれども、ま

ず、症状についての聞き取りにつきましては、看

護師が電話対応しております。その聞き取りした

内容を医師のほうに伝えまして、その症状によっ

て医師が急患診療所に受診していただくか、ある

いは２次輪番病院の紹介についての判断をしてご

ざいます。

◎７番（竹内 博之委員） 今回質疑するに当

たって、何で急患診療所で１回診てくれないのか

という点が幾つかあると。恐らくほかの議員の皆

さんにも、もしかしたらそういう市民の声が届い

ていると思うのですけれども、まずこの点につい

て、この決算説明書を見れば、１次救急患者の診

療を実施と書いているので、ここの部分で行政と

してどこまで中身について把握しているのかとい

うのは、難しい部分はあると思うのですけれど

も、この数字をどこまで積み上げるかと、ちょっ

と難しい部分があるのですけれども、なぜ急患診

療所で１回診てくれないのだと思いますか。

◎地域医療課長（吉崎 拓美） 急患診療所で診

療というか、診られないケースということだと思

いますけれども、急患診療所では、例えば電話で

聞き取りした結果、直接２次輪番を紹介するケー

スということで、現在、急患診療所では、新型コ

ロナウイルスの院内感染防止対策ということで、

各種検体採取の際に飛沫感染のおそれがある、そ

ういった検体検査といいますか、そういう検査で

あったり、あるいは、ぜんそくの患者に使う吸入

治療を実際に行っていないということで、電話で

の問合せの際に、そういった検査や治療を今すぐ

にでも受けたいという患者がいらっしゃった場合

には、急患診療所では実施できないので、２次輪

番病院を紹介するというケースがございます。

また、その症状を聞き取りした際に、明らかに

これは中等症以上だと、ちょっと重い病気である

というふうなことを判断した場合も、患者の体調

への負担というのを考慮しまして、速やかに２次

輪番病院を受診するように紹介しているというふ
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うなことでございます。

◎７番（竹内 博之委員） まず一つは、今お話

しされた運用上のルールみたいなものであるなら

ば、やっぱり公表されたほうがいいと思うのです

よ。電話した方というのは、これを見ると小児科

が半分ぐらいいるので、不安な状態で電話をして

いると思います。どうしていいか分からない中

で、急患診療所に来ないでくださいと言われる

と、恐らく保護者にしてみれば大きなストレスに

なるであろうと。

もう一つ、ストレスがかかっているのが、輪番

病院に回されたときに、別途お金がかかるではな

いですか。その点について、輪番病院に行ってく

ださいと案内されたときに、受ける病院によって

は費用が発生すると思うのですけれども、その辺

り、どういう状況なのか教えてください。

◎地域医療課長（吉崎 拓美） 直接２次輪番病

院を受診した際に負担がかかるという部分でござ

いますけれども、津軽地域におきます２次救急輪

番病院のうち、弘前総合医療センターと弘前大学

医学部附属病院につきましては、ほかの医療機関

から紹介状を持たないで受診した外来患者から

は、初診料などの健康保険が適用される一部負担

金とはまた別に、保険適用がされない選定療養費

という特別の料金を御負担いただいてございま

す。なお、この選定療養費につきましては、例え

ば軽症であったり日常的な病気の治療というのは

診療所であったりクリニックを受診してください

ということと、また、救急であったり重い病気の

治療については大きい病院を受診してくださいと

いう、それぞれの医療機関の機能分担といいます

か、役割分担をはっきりさせるために、厚生労働

省が定めた制度でございます。

一般病床が200床以上で地域医療支援病院に承

認されています弘前総合医療センター、それから

特定機能病院に承認されております弘前大学医学

部附属病院につきましては、診療所から紹介状が

なくて受診する場合には、この選定療養費の徴収

が義務づけられているというものでございます。

また同じく、２次輪番病院に参加しています健

生病院につきましては、一般病床は200床以上あ

るのですけれども、地域医療支援病院ではないと

いうことから、選定療養費の徴収は義務ではなく

て、あくまでも病院の任意により徴収することが

できるとされておりまして、健生病院につきまし

ては、病院の方針により、選定療養費については

徴収していないというものでございます。

◎７番（竹内 博之委員） 答弁の中で金額は言

いましたか。言っていないですか。金額は幾らで

すか。

◎地域医療課長（吉崎 拓美） 初診で受診され

る場合には、7,700円でございます。

◎７番（竹内 博之委員） この輪番病院に回さ

れる際に、先ほど三つ、大学病院と健生病院と弘

前総合医療センターとあるのですけれども、どう

いう割合で、急患診療所を経て輪番病院に回され

ているのか、内訳は分かりますか。

◎地域医療課長（吉崎 拓美） 令和６年度の実

績で申し上げますと、先ほど申し上げました、直

接２次輪番病院に紹介するといった件数は1,606

件あるのですが、その中で弘前大学医学部附属病

院に紹介した件数が196件、弘前総合医療セン

ターが913件、健生病院が497件となってございま

す。

◎７番（竹内 博之委員） 今、令和６年の部分

で答弁いただいたのですけれども、弘前総合医療

センターが一番多いと。私の手元に令和４年、令

和５年もあるのですけれども、弘前総合医療セン

ターがほかと比べて、健生病院の倍くらいあっ

て、弘前大学医学部附属病院の４倍くらいある。

なぜ弘前総合医療センターが突出して多いので

しょうか。
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◎地域医療課長（吉崎 拓美） 弘前総合医療セ

ンターが割合的に多いというのは、２次輪番病院

を担当するこま数も多く担当しているということ

で、医療センターである割合が高いということだ

と思っております。

◎７番（竹内 博之委員） 私の質疑の中で、い

ろいろと順番がぐちゃぐちゃして申し訳ないので

すけれども、冒頭で話した今回のこの急患診療所

の運営に課題があるのではないかという視点で今

質疑している中で、この7,700円の部分はいろい

ろなルールというか、払わなくていいのではない

かという立場では私はなくて、ただ、そこに払う

に当たって、市民の納得感がないから不満の声が

聞こえているというのがあります。

その上で、お伺いしたいのは、先ほど、看護師

が聞き取りして医師が判断すると。その判断に基

づいて輪番病院とかを紹介すると言っているので

すけれども、その判断をするに当たっての運用上

のルールとか、判断根拠みたいなのというのは、

これはお医者さんの主観でやっているのですか。

客観性を持った判断はできないものなのかなと、

これは私の個人的な疑問も含めてなのですけれど

も、これはどういう運用上のルールになっている

のですか。

◎地域医療課長（吉崎 拓美） 基本的には看護

師が症状を聞き取った際に、独断で重症度を判断

することはできないということでございます。た

だ、例えば看護師が独自で対応すると、直接回答

するケースもございまして、そちらは、例えば先

ほど申し上げた急患診療所で実施していない検査

であったり、治療をやりたいといった場合であっ

たり、例えば時間的に今から来院してもちょっと

間に合わないとか、あるいは夜間診療で実施して

いない診療科目でございます外科の部分の問合せ

につきましては、医師の判断ではなくて看護師が

直接回答しているというものでございます。

◎７番（竹内 博之委員） 今回、決算書を見る

と、約１億円の税金を投入していると。今、最も

輪番病院の受入れが多い弘前総合医療センターに

は２億5000万円、これを40年、市税を投入してい

るというところで、この7,700円の初診料という

のですか、その部分については、これまでの議論

の中で、紹介状があれば、この7,700円というも

のを負担しなくてもいいという議論があったと思

うのですね。この急患診療所に、子供なり自分

だったりの体調が悪い中で、不安でまず診てほし

いということで電話している中で、一旦急患診療

所で診て、症状によって紹介状を基に輪番病院に

回す。もちろん手間とか、現場の皆さんの事情と

いうのもあると思うのですけれども、一方で、そ

ういう市民の声というものもあるのは事実なので

すね。その声に対して、今、どのような見解をお

持ちなのかお聞きします。

◎地域医療課長（吉崎 拓美） 市といたしまし

ても、患者への心身の負担であったり、金銭面の

負担であったり、そういった軽減を図るというこ

とが望ましいとは考えてございます。

国の制度でございます選定療養費につきまして

は、国の制度ということで、病院の判断で徴収し

ているということで、市として対応するというの

はなかなか難しいものと考えておりますけれど

も、急患診療所における対応ということにつきま

しては、先ほど申し上げました感染防止対策のた

めに中止している各種検査であったり、そういっ

たことが、軽い症状であっても２次輪番を受診す

るというものにつながっている現状がございます

ので、そこら辺の部分につきましては、実際に今

やっていない検査はできないかどうかということ

も、指定管理者が弘前市医師会でございますの

で、相談して、協議していきたいなというふうに

思っています。

また、あわせて、委員より御指摘がありました
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そういう問題点を整理しながら、１次救急から３

次救急までの関係者を集めて、情報共有の場とい

うのを設けたりして、地域医療の課題などについ

て、共通理解を図っていきたいと思ってございま

す。

◎７番（竹内 博之委員） でも、私はこの質疑

をしていて、自分でも思っているのですけれど

も、すごく難しさがあると思うのです。医療とか

健康とかは命につながる部分ですし、どうしても

感情論の部分でいきがちな部分もあるので、そこ

は冷静に見る必要があるなと思っていて、どうし

ても、私の今のこの質疑の立ち位置となると、現

場の皆さんの状況というのが、全部が全部を把握

しているわけではないので、現場はまた違った問

題認識があると思うのです。お医者さんも少ない

でしょうし、医療従事者の皆さんだって、いろい

ろな状況の中で厳しい環境かもしれないので、そ

こはどっちの立ち位置かによって見えるものが違

うと思うので、そこで行政というのの役割が大き

くて、もちろん私たちは市民の声も聞いて、市民

の声に対してここで議論しているわけですけれど

も、行政というのは中間的なフラットな立ち位置

で、ではどうすればいいのかという今後の見通し

というか、戦略を立てていくことが必要だと思う

のです。

最後に一つ、私が質疑を考えていく中で思った

のが、結局先に看護師さんが電話に出て、お医者

さんに症状を伝えてとなると、どうしても高度な

お医者さんが持っている知見で、でも主観によっ

ての判断に頼らざるを得ない部分があるので、こ

ういうところの入り口こそ、それこそＡＩとか、

ある程度入り口の部分を整理してあげると、それ

こそ回答のレベルにもよる、精度にもよるので

しょうけれども、不安に寄り添うとか、どういう

症状がというケース・バイ・ケースの部分という

のは、恐らくＡＩとかに担ってもらったほうが私

は合理的なのかなと。人もますます少なくなって

厳しい状況が強いられていく中で、私は、合理性

を持っているのかなと思うのですけれども、こう

いった急患診療所の入り口の部分で、もちろん世

代も違うのでハードルはあるのでしょうけれど

も、一旦受けるところでの、そういう医療の部分

でのＡＩの活用みたいなことは、何らかの検討と

かはされていないものですか。または、今後の戦

略的な位置づけとしてのＡＩの活用というものに

関して、どう考えているのかお伺いします。

◎健康こども部長（佐伯 尚幸） 今、御提案が

ございましたＡＩにつきましては、その病状、そ

の御家族がどう訴えるかというのも、かなり多岐

にわたるものでございます。また、対応する医師

も専門が恐らくございまして、診られるもの、診

られないものもあると思いますので、ＡＩで一律

に判断しまして、１次で診られるといいまして

も、その当番の医師にはちょっと不得手のものか

もしれないですので、そのときの状況に合わせ

て、症状も聞き取りしながら、適切に案内できれ

ばと考えております。

◎委員長（外崎 勝康委員） 昼食のため、暫時

休憩いたします。

〔午前１１時５１分 休憩〕

───────────────

〔午後 １時００分 開議〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

◎８番（樋川 篤子委員） ４款２項２目、決算

書99ページ、説明書120ページ、電気バスラッピ

ング業務委託料についてお伺いします。

ゼロカーボンシティ周知啓発のために、２台あ

る電気バスにシートカバーを含め278万4000円で

ラッピングをしたことについて、まず、市では

ラッピング効果をどのように捉えているか教えて

ください。
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◎環境課長補佐（鼻和 孝夫） 電気バスのラッ

ピングについて、市ではどのような効果があると

捉えているかということについてお答えいたしま

す。

まず、本委託業務ではＥＶバスのラッピングと

いうことで、ぱっと見てすぐ電気バスだと分かる

ようにＥＶバスのロゴを表示して、あとは電気の

プラグをイラスト化したものを大きく表示してお

ります。そして、側面に､｢環境に優しい電気バ

ス｣､あとは「雪国で電気バスに挑戦中」という

メッセージを表示しておりまして、ゼロカーボン

シティ実現に向けた取組はチャレンジングな取組

ですけれども、環境に優しいので、市民の皆様に

もゼロカーボンに向けて一歩を踏み出してほしい

というふうな思いを込めてラッピングをしている

ものでございます。

その効果ということでございますけれども、一

般的にバスのラッピングといいますと、それだけ

で話題性があって、広告効果があるものだと思っ

ておりますけれども、この電気バスは、中心市街

地を10分間隔で走行する循環バスに導入されてお

りまして、これが一日に中心市街地内を８周走っ

ているということで、これが２台ありますので、

不特定多数の方に見ていただく機会も多いと考え

ておりまして、効果が大きいのではないかと思っ

ております。

◎８番（樋川 篤子委員） 今回、ゼロカーボン

シティの周知啓発、ＥＶバスの宣伝ということ

だったのですが、ちょっと違う視点で、総合計画

では、ゼロカーボンシティの周知啓発及び脱炭素

化への機運の醸成と書かれているのですけれど

も、実際、雪国での電気バスに挑戦中まで私は見

られていなかったのですけれども、遠くで見ても

目立って、華やかな感じで乗りたいなと思うので

すね。

それで、電気バスだけだと数字は難しいかもし

れないのですけれども、もし分かれば、最近の弘

南バスの利用客数ですとか、増えている、減って

いる、その辺が分かったら教えてください。

◎環境課長補佐（鼻和 孝夫） 乗客数等の数字

でございますが、申し訳ございませんが、こちら

は環境課では把握しておりませんでして、効果と

いたしましては、乗客が増えるというよりも、ゼ

ロカーボンシティであったりとか、ＳＤＧｓに関

心を高めていただくという効果を期待していると

ころですので、そういった事情となっておりま

す。

◎８番（樋川 篤子委員） 視点を変えてという

ので、急にすみませんでした。

最近、レッドブルのラッピングバスを土手町で

見まして、実際、市民の方から、すごくかっこい

いから、いつ走っているのか、乗りたいという声

も聞こえていて、広告とともに乗客を増やすとい

うのにも役立つのではないかなと思ったのです。

金沢市では、ラッピングバスに関する市民バス

利用者意識調査という結果を公表していますし、

これは外国なのですけれども、2014年にソウル

で、アニメキャラクターのタヨという、7,500台

のうち４台だけそのバスを導入したら、４万人と

かが集まってという効果もあって、それが100台

かな、増やされたという実績もあって、きれいな

バスが走っていれば目立ちますし、まちの明るい

感じもあるなと思っています。

そこでお願いしたいのが、弘南バスになるかと

思うのですけれども、乗客を増やしていくという

手段の一つともなり得ると思うので、ラッピング

バスがいつどこを走っていますよという周知です

とか、もしこういうのをできれば、弘南バスの広

報にも働きかけていただきたいと思います。

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、創和・公

明。

◎１６番（木村 隆洋委員） ４款１項５目、決
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算書93ページ、説明書だと107ページになりま

す。二次救急医療体制確保支援事業についてお伺

いいたします。

２次救急の輪番制度は、健生病院、弘前大学医

学部附属病院、弘前総合医療センターの３病院が

行っていると、この事業そのものを健生病院と弘

前大学医学部附属病院に交付しているという事業

の説明が書かれてあります。

患者数が令和６年度の分、決算説明書に掲げら

れておるのですが、弘前総合医療センターが令和

４年に開院しております。この弘前総合医療セン

ターが開院した令和４年度からの３年間の２次救

急の患者数の推移をお伺いいたします。

◎地域医療課長補佐（齋藤 貴志） 平日の夜間

や休日における内科、外科系に係る弘前総合医療

センターの過去３年間の２次救急患者数について

お答えいたします。

令和４年度は外来患者が4,965人、入院患者が

2,272人で計7,237人、令和５年度は外来患者が

4,951人、入院患者が2,423人で計7,374人、令和

６年度は外来患者が5,256人、入院患者が2,370人

で計7,626人となっており、開院以降、年々増加

しております。

また、このうち救急車での搬送患者数も、令和

４年度が3,454人、令和５年度が3,703人、令和６

年度が3,760人と、こちらも年々増加している状

況です。

◎１６番（木村 隆洋委員） 午前中の竹内委員

の質疑の中で、急患診療所の質疑もありました。

弘前総合医療センターは、竹内委員の質疑の中

でも、地域医療支援病院だと、地域災害拠点病院

にもなっております。この弘前総合医療センター

ができたときに、地域医療支援病院の面、地域医

療の要となるという部分で、もう１点あったの

が、２次救急の拠点になるのだということであっ

たと思っております。

そういった意味でも、運営費の毎年度2.5億円

掛ける40年の債務負担行為も行っている。１次救

急、２次救急、３次救急は、１次救急が急患診療

所、２次救急の拠点が弘前総合医療センター、３

次救急の要が弘前大学医学部附属病院高度救命救

急センター、このすみ分けは非常に大事だと思っ

ております。

そういった中で、弘前総合医療センターが、人

数は多少増えているとお話もありましたが、２次

救急の拠点の役割を果たしているのかということ

を感じている部分もあります。救命医が１人しか

いないとか、弘前大学から派遣も受けているとい

うなお話もあるようであります。

そういった意味では、2.5億円の運営費を40年

間の債務負担をしている弘前市の責任というか、

弘前市の役割として、この弘前総合医療センター

が２次救急の拠点になるのだと、先ほどの竹内委

員の急患診療所の話もありました。この１次救

急、２次救急、３次救急のすみ分けは本当に大事

だという意味では、２次救急の拠点がいかにある

かが、１次救急、３次救急に与える役割も大きい

と思っております。弘前大学医学部附属病院高度

救命救急センターで２次救急を診ていると、仕方

なく診ざるを得ない状況というお話も一部で出て

きております。

そういった意味では、今後、弘前総合医療セン

ターの２次救急の拠点としての在り方を、市とし

てどういう見解をお持ちなのかお伺いいたしま

す。

◎地域医療課長補佐（齋藤 貴志） 今後の見通

しということでございます。

まず、現在、内科及び外科の２次救急医療体制

は、弘前総合医療センター、健生病院、弘前大学

医学部附属病院高度救命救急センターの３病院に

よる病院群輪番制により実施しておりますが、そ

のうち、令和６年度の医療センターの担当割合



－ 351 －

は、内科が49.9％、外科が59.5％と、合計では２

次輪番の半分以上を受け持っている状況となって

おります。

一方、ただいま委員から御指摘のあったよう

に、本来３次救急を担うべき弘前大学医学部附属

病院高度救命救急センターが、２次救急輪番にも

助力している状況が続いていることから、市で

は、将来的に持続可能な救急医療体制を構築して

いくためには、２次救急医療体制のさらなる充実

と機能分担が重要な課題であるというふうに認識

し、国立病院機構に対しまして、２次と３次救急

医療の機能分担が進むよう、医療スタッフの人員

配置などを含めた２次救急医療体制の段階的な強

化について強く要望してきたところでございま

す。

そうした要望を踏まえ、医療センターでは、令

和７年度から常勤医の定数を増加したほか、去る

７月２日に開催された弘前総合医療センター運営

委員会では、救急医療の充実強化を図るため、新

たに救急病棟を開設する方向性が示されたところ

でございます。

これらの病院機能が強化されていくことで、今

後さらに医療センターが津軽地域の２次救急医療

体制の主軸を担っていくことと思われますが、一

方で、感染症の感染拡大時のリスク分散や災害時

対応などの観点からも、当面は、複数医療機関で

の２次救急医療体制を維持していく必要があるも

のと考えております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 今、救命病棟の創

設という話、これは我々も見て非常にいい傾向だ

なと思っております。

1.5億円の運営費を40年間負担いたします。こ

の中には２次救急の負担割合の部分も入っており

ます。

そういった意味では、弘前市として地域の要の

病院、地域医療の拠点となる弘前総合医療セン

ターが今後どういう在り方をしていくのだという

ことを、国立病院機構だけに任せるのではなく

て、運営費を出しているという部分でも、周辺の

津軽地域全体を考えても、今後弘前市が地域医療

の運営費を出しております。その部分も含めて、

言い方はあれですけれども、口も出してほしい。

それが地域住民のための安心安全な医療体制をつ

くっていくものだと思いますので、ぜひ今後も続

けてもらいたいと思います。

◎１５番（石山 敬委員） 私は、４款１項７

目、決算書96ページ、がん患者日常生活支援事業

について、まずはお伺いします。

先ほどの須藤委員の質疑で、がん患者医療用補

正具購入費助成事業については分かりました。非

常に広く周知されて、定着してきたなということ

で、この事業ができて非常によかったなと、本当

にうれしく思っております。

もう一つの、若年がん患者日常生活支援事業に

ついて、これは説明書を見ますと、令和７年２月

からの事業開始で、実質６年度は２か月の運用で

すので、当然、申請はあったものの助成がゼロ

だったと説明に書いております。

１問だけ、質疑させていただきたいのですけれ

ども、若年がん患者日常生活支援事業、今後、補

正具の助成と同様、より多くの患者や家族に活用

していただくため、市はどのように制度周知や利

用促進に取り組むお考えなのかお伺いいたしま

す。

◎健康増進課長（太田 泰輔） 若年がん患者日

常生活支援事業の今後でございますけれども、周

知等々でございますが、まず前提として、終末

期、最後は御自宅でというところであれば、私ど

もそれに向かってまず制度は整えておりますけれ

ども、制度があった上で、御家族の御負担という

のもかなり大きいものがありますので、使ってく

れ、使ってくれと積極的にＰＲしていくというと
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ころも、なかなか難しいところも実際はございま

す。

それであっても、もしも最期は御自宅で安らか

に終わりたいという方がいらっしゃれば、ぜひこ

の制度はそういう人たちのためにつくっておりま

すので、そういう希望があったときには、ぜひ

使っていただけるように、各種関係機関、病院

等々にも働きかけて、周知は努めてまいりたいと

思っております。

◎１５番（石山 敬委員） 事業を始めたばかり

なのであれですけれども、実際に市民の方から分

からなかったという声も伺っていましたので、ぜ

ひその辺をお願いしたいと思います。

先ほどの医療用ウィッグ等の補正具の部分です

けれども、私もこの物価上昇の中で、実際の購入

額の部分、購入費用と助成の差が拡大していると

思っておりますので、実費に即した助成の充実と

いうことで要望させていただきます。

先ほど申し上げた制度周知の徹底と関係機関と

の連携強化、若年がん患者を支える家族への配

慮、これらを進めることで、患者と御家族が安心

して療養生活を送れるよう、一層の取組をお願い

いたします。

続きまして、４款２項２目、決算書100ペー

ジ、ごみ減量等市民運動推進事業について。

令和６年度の啓発活動や市民団体との協働事業

によって、資源ごみの分別徹底やリサイクル率は

どの程度向上しているのか、また、課題としてど

のような点が上がっているのかお伺いします。

◎環境課長補佐（鼻和 孝夫） ごみの分別徹底

とリサイクル率の状況ということでございますけ

れども、令和６年度におけますごみ収集の詳細な

数字というのが令和８年度に判明しますので、最

新の令和５年度の実績で申し上げますと、リサイ

クル率が令和５年度は8.8％で、令和元年度が9.8

％でしたので、１ポイント悪化しております。

一方、このリサイクル率の算出に当たりまし

て、スーパーの店頭などで資源ごみを回収したり

しています。そちらをいわゆる民間回収と呼んで

いますけれども、そちらの分を合わせた実質的な

リサイクル率を算出しますと、令和５年度が30.9

％です。令和元年度が29.9％ということでしたの

で、１ポイント改善、向上しているということが

ございます。

◎１５番（石山 敬委員） 分かりました。

続いて、食品ロス削減の取組についてお伺いし

ます。

市として進めている3010運動や、飲食店、スー

パーとの連携による食品ロス削減の実績はどのよ

うな状況なのか、市への浸透度をどう評価してい

るのかお伺いします。

◎環境課長補佐（鼻和 孝夫） 食品ロスの対策

と、どの程度浸透しているかというお尋ねにつき

ましては、まず、宴会時の食べ残しを減らすため

の3010運動をやっておりますけれども、こちら

は、忘・新年会の時期を対象に、ポスターなどの

掲示物をお店に、それに合うようにして配付して

おりまして、令和６年度は33店舗に配付しており

ます。また、食品小売店、スーパーなどでの賞味

期限や消費期限が切れたことによる食品の廃棄を

抑制するために、商品を手前から取りましょうと

啓発するてまえどりにつきましては、26店舗に御

協力いただきました。

◎１５番（石山 敬委員） 説明書を見ますと、

食品ロス削減マッチングサービス、ひろさきタベ

スケというものがございます。この実績はどのよ

うな状況で、どの程度食品ロスが削減できたの

か、また今後の方向性について、最後にお伺いし

ます。

◎環境課長補佐（鼻和 孝夫） 食品ロス削減

マッチングサービス、ひろさきタベスケについて

でございますけれども、本事業は昨年８月から



－ 353 －

サービス提供を開始しておりまして、登録店舗が

期限切れ間近となった商品をシステムに登録しま

す。割安で登録するのですけれども、それを、

ユーザー登録した市民がスマートフォンなどでそ

の情報を見て、安く出されているものを買いたい

というマッチングをするようなサービスでござい

ます。

そちらの実績につきましては、３月末時点の実

績ですけれども、登録店舗数は18店舗、ユーザー

登録者数が2,231人となっております。また、取

引の実績ですけれども、532品が出品されまし

て、おおむね８割から９割程度で取引が成立して

いるということでございます。取引総額は約31万

円ということで、食品ロスの削減量が約240キロ

グラムとなっております。

本事業は事業系ごみの削減につながる取組でご

ざいまして、こちらを広めていきたいと考えてお

ります。スマートフォンでの利用を想定したシス

テムになっており、ＳＮＳとの親和性が高いと捉

えておりますので、インスタグラムを活用して、

いいねとかフォロワーが増えるような投稿を市で

増やして、一層の普及を図ってまいりたいと考え

ております。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは、４款１項

２目、決算書89ページ、説明書102ページ、予防

接種事業についてお伺いいたします。

子供が対象となる予防接種は、健やかな成長の

ためにも重要であると考えます。種類は様々、タ

イミングもばらばらで、周知に難儀しそうです

が、どのように勧奨しているのかお聞かせくださ

い。

◎健康増進課長（太田 泰輔） 周知という点で

ございますけれども、まず市全体に広く予防接種

を周知・情報提供するという点では、年間を通じ

て市のホームページ、広報ひろさきを活用して周

知・情報提供を行っているところでございます。

また、市民に対して、伝えたい対象をピンポイ

ントで直接周知・勧奨するという点については、

まず、こども家庭センターのほうで出生時に保護

者に送付する乳幼児健診の書類があるのですけれ

ども、そちらに同封の形で、一通りの予防接種の

予診票がつづりになっている冊子とスケジュール

などが記載されたお知らせを送付しております。

同様に各乳幼児健診の御案内のほうにも、対象年

齢に応じた予防接種のお知らせを同封して送付し

てございます。

また、各予防接種について、対象年齢になる年

度の初めに個別に御案内を送付しているほか、各

予防接種の対象者のうち、接種最終年齢になる未

接種者に対しては、接種勧奨の御案内を個別に送

付してございます。また、スマホアプリの活用と

して、母子手帳アプリの母子モでも接種勧奨を

行っているところでございます。

◎３番（志村 洋子委員） ワクチン接種の必要

性と重要性を保護者に正しく理解してもらい、

誤った情報などによる不安や疑問を解消すること

で、接種率が上がる可能性も考えられるため、今

後も積極的な受診勧奨をお願いいたします。

次に、子宮頸がんワクチンについてでありま

す。

積極的勧奨が再開され、キャッチアップ接種も

ひとまず区切りがついたところだと思いますが、

弘前市における過去３か年の接種率の推移につい

てお聞かせください。

◎健康増進課長（太田 泰輔） 過去３か年の接

種率というところでございますけれども、小学校

６年から高校１年相当を対象とした定期予防接種

は、令和４年度10.7％、令和５年度13.2％、令和

６年度22.9％となってございます。

キャッチアップ接種の接種率につきましては、

令和４年度8.7％、令和５年度9.1％、令和６年度

31.5％となってございます。
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◎３番（志村 洋子委員） キャッチアップの接

種率は令和６年度が31.5％と群を抜いて高く、子

宮頸がんの予防に大きくつながったと言えます。

この接種勧奨の方法については、自治体によっ

て結構ばらつきがあると伺っておりますが、当市

においてはどのように実施してきたのかお聞かせ

ください。

◎健康増進課長（太田 泰輔） 接種勧奨の方法

というところでございますけれども、まず、４月

に対象者全員へ予診票を添えて、接種の御案内を

個別送付しております。このほか、10月には、転

入者等へも個別送付による勧奨を実施してござい

ました。このほか、令和６年度につきましては、

７月と令和７年２月にも個別郵送による勧奨を実

施してございます。また、７月開催の市民の健康

まつりで、県と連携した形で広報活動をさせてい

ただきました。また、二十歳の祭典や大学の学祭

でも、チラシやリーフレット配布などの広報活動

をしてまいりました。また、市内各大学や商工会

議所へ周知の協力依頼を行ったほか、ＳＮＳ、広

報誌等への記事掲載ということで、12回やって周

知を図ってまいりました。

◎３番（志村 洋子委員） 県内の他自治体では

ほとんど実施されなかった個別案内が弘前市では

送付されて、市民にしっかり寄り添っており、高

く評価できると思います。

子宮頸がんの予防となるワクチンの重要性と安

全性が対象者により分かりやすく届くよう、多角

的な広報活動を今後もお願いいたします。

次に、高齢者肺炎球菌ワクチンについてであり

ます。

肺炎は日本の死亡原因第５位。成人が罹患する

肺炎の二、三割は肺炎球菌という細菌により引き

起こされ、重症化リスクもあるため、肺炎球菌ワ

クチンの接種は、予防する上で重要性が高いと認

識しております。

昨年度から国の経過措置が終了となり、対象者

の基準が変わりましたが、市民に対してワクチン

の重要性など、どのように周知しているか、情報

発信の方法をお聞かせください。

◎健康増進課長（太田 泰輔） 周知という点で

ございますけれども、当該予防接種は、接種時点

で65歳の方が対象となることから、誕生月の翌月

に対象者に対して予診票と接種のお知らせを個別

送付してございます。このほか、広報ひろさき、

市のホームページ、毎戸に配付する健康と福祉ご

よみへ記事を掲載し、周知を行っているところで

ございます。

◎３番（志村 洋子委員） 次に移ります。

４款１項６目、決算書94ページ、説明書108

ページ、産後ケア事業です。

まず、申請件数が86件に対して、利用者が36人

と半分以下にとどまっている理由をお聞かせくだ

さい。

◎こども家庭課子育て包括支援係長（小枝 信

也） 産後ケアの利用申請件数に対して、利用人

数が少ない理由についてお答えいたします。

理由といたしましては、出産前に利用申請して

いる方や、年度末に利用申請を行った方が一定数

含まれていることが挙げられます。これらの方の

実際の利用は、令和７年度になることから、申請

件数と利用件数に差が出ることになります。

また、申請者に対して実施したアンケートによ

りますと､｢申請時に産後に不安があり申請したも

のの、利用前に不安が解消した」という理由で

あったり､｢実際のケアの様子が分からないため不

安である」や､｢ほかの家族の世話などによりケア

を利用する時間が取れない」などの理由で、利用

につながらなかったケースもございました。

◎３番（志村 洋子委員） 令和６年度の事業の

課題に対して、令和７年度はどのような対応を

行ったのか、また、実際に利用者からの声と、申



－ 355 －

請したものの利用しなかった方からの声が届いて

いればお聞かせください。

◎こども家庭課子育て包括支援係長（小枝 信

也） 令和６年度の事業を実施しての課題とその

対応についてでありますが、まず課題につきまし

ては、利用要件と申請から承認までの所要時間が

課題となっておりました。

令和６年度において、ケアの利用要件を弘前市

に住所を有する出産日から１年未満の母親と乳児

で、家族等から家事や育児等の協力を得られない

者かつ産後に心身の不調または育児不安等がある

方としておりました。中には、この文言を見て自

分は利用する対象ではないと申請をちゅうちょし

た方もいらっしゃったようでした。

また、申請から承認までの所要時間につきまし

ては、令和６年度までは自己負担額判定のため、

申請者全件の市民税の課税状況を確認する方式を

取っており、申請から承認まで１週間程度時間を

要しておりました。これらの課題に対して、令和

７年度は、利用要件から、家族等から家事や育児

等の十分な協力を得られない者という要件を削除

したほか、申請から承認までの所要時間につきま

しては、自己負担額の免除を希望する方のみ市民

税課税の状況を確認する方式に変更しており、申

請からおおむね三、四日程度で承認できておりま

す。

また、利用者の声といたしましては､｢久々に長

く昼寝ができた｣｢授乳に不安がありましたが、産

後ケアで授乳指導をしてもらえたおかげで、産後

に悩まずストレスもなく過ごすことができまし

た」といった感想を頂いており、利用しなかった

方の声といたしましては､｢各施設の特徴や大体の

利用料が分かるといい｣｢本当は利用したかったの

ですが、なかなか時間が取れず利用ができません

でした」といった御意見を頂いております。

市といたしましては、利用者がケアの内容をよ

りイメージしやすいよう周知方法を改善するほ

か、ケアを受ける時間が取りにくい方も比較的利

用しやすい訪問型のケアの周知を努めてまいりた

いと考えております。

◎３番（志村 洋子委員） 産後鬱や孤立のリス

クが高い家庭に対し、積極的に声がけを実施し

て、双子や三つ子など多胎児を育てる家庭へのサ

ポート強化もお願いいたします。

次に移ります。

４款１項６目、決算書94ページ、説明書109

ページ、１歳６か月児健康診査について、この事

業の内容を簡潔にお聞かせください。

◎こども家庭課参事（村田 善彦） 市では、１

歳６か月児健康診査を個別健診と集団健診の２段

階方式で実施しております。

初めに、市が委託した指定医療機関にて個別健

診を受診していただき、小児科診察、身体測定を

行います。

個別健診を受診した後、集団健診を受診してい

ただきます。集団健診は、弘前市保健センターに

て月２回実施しており、歯科健診、発達相談、保

健指導、栄養指導、予防接種の指導を実施してお

ります。

◎３番（志村 洋子委員） 個別健診と集団健診

の２段階方式で実施していることが分かりまし

た。

それでは、過去３年間の受診率をお聞かせくだ

さい。

◎こども家庭課参事（村田 善彦） 過去３年間

の受診率についてですが、令和４年度は91.3％、

令和５年度は103.9％、令和６年度は93.8％と

なっており、受診者数は個別健診と集団健診の両

方を受診したお子様を計上してございます。

受診可能期間を１歳６か月から１歳11か月まで

としていることから、感染症の流行など体調不良

にて対象月に受診できなかった場合、年度をまた
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いで受診する場合もあるため、令和５年度につき

ましては、100％を超えた受診率となってござい

ます。

◎３番（志村 洋子委員） 年度によって受診率

にばらつきがあるようです。受診しない理由とし

て、虐待やネグレクトなどの可能性も否定できな

いと考えられますが、市で把握している受診しな

い理由と、未受診者、いわゆる受診しない方への

対応はどのようにしているかお聞かせください。

◎こども家庭課参事（村田 善彦） 受診しない

理由につきましては、お子様の体調不良や保護者

の仕事の都合、転出等のほか、既に医療機関にて

経過観察中で個別健診のみ受診し、集団健診を希

望されない保護者もいらっしゃいます。

未受診者への対応につきましては、翌月の健診

受診につながるよう、健診終了後１週間ほどで受

診勧奨のはがきを送付し、その中で未受診の理由

につきましても確認させていただいております。

また、その後も未受診の理由が分からずに受診

されていない場合は、保健師が電話や訪問によっ

て、受診できなかった理由や対象児の近況を伺

い、必要に応じて再度受診していただけるよう勧

奨して受診につなげております。

◎３番（志村 洋子委員） 様々な課題を抱え、

専門的な支援を必要としている御家庭が潜んでい

る可能性もありますので、赤ちゃんの姿を直接確

認するなど、母子ともに安全を確認する意味も含

めて、きめ細やかなサポートをお願いいたしま

す。

次に移ります。

４款１項６目、決算書94ページ、説明書110

ページ、５歳児発達健診事業業務委託料について

であります。先ほど三浦委員からもありました

が、重複しないことを聞いてまいります。

令和５年第３回定例会予算決算常任委員会の際

にもお伺いいたしましたが、令和４年度からの受

診率がどのように推移しているかお聞かせくださ

い。

◎こども家庭課参事（村田 善彦） 過去３年間

の受診率につきましてですが、１次健診は、令和

４年度は90.8％、令和５年度は92.8％、令和６年

度は88.9％となっております。また、２次健診

は、令和４年度は75.6％、令和５年度は73.1％、

令和６年度は73.3％となってございます。

◎３番（志村 洋子委員） 受診率が低下傾向に

あります。この理由を分析し、対策を行っている

かお聞かせください。

◎こども家庭課参事（村田 善彦） ５歳児発達

健診自体が法定外健診であることもありまして、

３歳児健診後、お子様が医療機関を受診していた

り、既に診断が確定している場合や療育機関を利

用しているお子様の保護者におきましては、本健

診を受診する必要がないと判断し、受診に至って

いないことが考えられます。このほか、保護者が

家庭での生活上の困り感がなく、健診を受診する

必要性を感じないことにより、受診に至らない場

合もあると思われます。

受診率が減少していることへの対策といたしま

しては、３歳児健診の際に保護者に対し、次の健

診の機会が５歳児発達健診であることを伝えてお

ります。また、１次健診におきましては、締切り

前にアンケートの未提出者に対して、郵送により

再勧奨を行っているほか、必要に応じて電話によ

る受診勧奨を行っております。２次健診におきま

しては、案内発送後、アンケートの結果、困り感

が多い方などに電話による受診勧奨を行っており

ます。

◎３番（志村 洋子委員） 法定外健診である５

歳児健診を市独自で行っていること自体高く評価

できます。

しかし、これまで行ってきた対策では、さらに

受診率が低下する可能性が危惧されますので、改
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善すべき課題と対策をお聞かせください。

◎こども家庭課参事（村田 善彦） 今後の課題

といたしましては、現在、こども家庭庁では、５

歳児健診の全国展開を目指しておりまして、５歳

児健診の標準化、体制整備が必要とのことで準備

が進められてございます。

市といたしましても、現在の市独自の健診体制

を、今後、国の方針に沿った健診体制の整備に向

けて検討が必要であると考えております。そのた

め、今後の国の動向を注視しながら、お子様の特

性を早期に発見し、適切な支援につなげるよう、

医療、保健、福祉、教育分野等の関係機関と相談

しながら、健診体制の整備に向けて検討を進めて

まいります。

◎３番（志村 洋子委員） ５歳児健診が健やか

な成長に不可欠であることは言うまでもありませ

ん。しかし、健診の必要性や重要性が保護者に伝

わっていない可能性は十分に考えられます。子供

の成長について、保護者が専門家と一緒に考える

機会となりますよう、保護者の意識向上と孤立防

止につながるようサポートの継続をお願いいたし

ます。

次に移ります。

４款１項７目、決算書95ページ、説明書115

ページ、がん検診受診率向上強化対策事業につい

てであります。

がん検診受診率は、第３次健康増進計画におけ

る目標値に対して達成度はどのようになっている

か、また、全国平均、県平均と比較するとどう

いった状況になっているかお聞かせください。

◎健康増進課長（太田 泰輔） がん検診受診率

の第３次健康増進計画の目標値に対する達成度と

いうところでございますけれども、令和６年度に

おける各がん検診の達成状況につきましては、胃

がん検診は目標値19.0％に対し、達成率79.5％、

大腸がん検診につきましては目標値18.8％に対し

まして、達成率52.1％、肺がん検診は目標値8.2

％に対し、達成率53.7％、子宮がん検診は目標値

28.9％に対しまして、達成率87.2％、乳がん検診

は目標値26.5％に対し、達成率81.5％となってご

ざいます。

全国平均、県平均と比較できる令和５年度の実

績においてですけれども、胃がん検診、子宮がん

検診、乳がん検診は、全国、県平均を超えておる

状況でございます。大腸がん検診につきまして

は、全国平均よりは高いのですけれども、県平均

よりは低いという状況でございます。また、肺が

ん検診につきましては、全国、県平均よりも低い

状況となってございました。

◎３番（志村 洋子委員） 受診勧奨の啓発活動

を強化して、チラシの個別通知も実施されており

ますが、乳がん、子宮がん以外は受診率がまだ伸

び悩んでいる、あるいは低下していることについ

て、どのように分析しているかお聞かせくださ

い。

◎健康増進課長（太田 泰輔） どのように分析

しているかということでございますけれども、各

がん検診の受診率の算定対象となる年代のがん検

診につきましては、多くが地域ではなくて職域で

実施されていますが、職域のがん検診につきまし

ては、保険者や事業主が福利厚生の一環として任

意で実施されており、実施割合や検診の種類、対

象者数、受診者数などを継続的に把握する仕組み

がないことから、市町村は住民のがん検診の受診

状況を十分に把握できず、動向分析も難しくなっ

ているという現状でございます。

これに対しまして、国では、がん検診受診率を

より正確にかつ精緻に個人単位で把握することが

できるよう検討することを国の取組としておりま

して、これの実現によりターゲットを明確にした

受診勧奨などが可能になることから、取組の進捗

に期待しているところでございます。
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◎３番（志村 洋子委員） 働き盛りの40代、50

代のがん検診受診率が低いのは、全国的な課題と

なっておりますが、企業や事業所との連携をどの

ように進めているかお聞かせください。

◎健康増進課長（太田 泰輔） 企業や事業所と

の連携というところでございますけれども、現在

の取組といたしましては、全国健康保険協会、い

わゆる協会けんぽと連携しておりまして、被扶養

者へがん検診等の受診勧奨チラシを個別に送付し

てございます。

また、健康都市弘前推進企業認定基準の中に、

がん検診費用の助成や検診受診のための休暇付与

などの職場環境整備を設定しているところでござ

います。

今後は商工会議所等と連携し、市内企業を通じ

た受診環境ができないかなど、さらに検討をして

まいりたいと考えております。

◎３番（志村 洋子委員） 受診率を向上させる

ためには、心理的にも物理的にもハードルを下げ

ることが重要であると考えます。

私も先日、がん検診の予約をしようと医療機関

へ問い合わせたところ、半年先まで埋まっている

との回答でありました。全ての医療機関でこうい

う状況ではないにしても、受診するハードルが高

くなる要因の一つになると考えられます。医師会

や病院とも連携し、受診しやすい環境づくりにつ

いても積極的な取組をお願いいたします。

◎副委員長（坂本 崇委員） 以上で、通告によ

る質疑は終了しました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、日本共産党の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、弘前さくら

未来の御質疑ありませんか。

◎２６番（工藤 光志委員） ４款１項５目、負

担金、補助及び交付金ですが、先ほどの質疑にも

あった医療センターに40年間、２億5000万円を交

付金として出していくと。

その中で、市立病院との統合に関わって、市立

病院の医師、その他の医療関係のスタッフとの給

与の差とか退職金の差額とか、その負担金を市の

ほうで負担しているわけですので、今までの各年

度から令和６年度まで、総額でどのくらい出して

いるのか、それを年度ごとに分けてお知らせくだ

さい。

◎地域医療課長補佐（齋藤 貴志） まず、処遇

維持に係る差額分について、今まで払った金額を

お答えいたします。

負担額につきましては、令和４年度が736万

2324円、令和５年度と令和６年度がどちらも735

万8000円となっております。

これまでに負担した退職手当の負担額につきま

しては、令和４年度から令和６年度退職者分まで

ということで、令和６年度までの決算額といたし

ましては、19名分で合計9804万1949円となってお

ります。

◎２６番（工藤 光志委員） いわゆる市立病院

から移行した職員の給料の差額、それから退職

金。市立病院から移行した職員は年々少なくなっ

ていくと思うのですが、何年度までこの差額の負

担をしなければならないのかということがまず一

つと。

最近よく聞くのですが、まだ今でも市民の人た

ちは国立病院というのですが、国立病院の看護師

の態度の悪さをよく言われるのですよ。笑ってい

ますけれども、分かっているのですよね。特に市

立病院から移行していった看護師の方と以前から

国立病院にいる看護師と、やや派閥的なものが

あって、それぞれ責任のなすり合いをして、態度

が悪いということを聞いていますが、その辺のと

ころ、御存じでしょうか。以上、二つ。
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◎地域医療課長補佐（齋藤 貴志） まず、処遇

維持の負担金をいつまで払うのかというふうなこ

とでございます。

概要から申し上げますと、処遇維持の負担金に

つきましては、市立病院の職員が国立病院機構へ

移行するに当たり、国立病院機構の規定による身

分移行時の基本給が、前職の実績等が反映されな

い中途採用方式であったため、移行職員の基本給

の大幅な減額が想定されたことから、市と機構の

間で協議を行い、役付の職員については、市立病

院の昇格時期などを反映した人事交流方式とした

ほか、職務の級を市立病院の職務の級に相当する

級に設定するなど、あとは全職員について育児休

業期間を100％換算するなど、この取扱いにより

生じる各種手当や社会保険料等を含めた給与費全

体の差額について、市が負担することとしたもの

でございます。

なお、本負担金につきましては、令和３年８月

20日に国立病院機構と市において、弘前市立病院

の医療職員の採用、給与等の処遇等の特例的な取

扱いに関する覚書を締結し、令和４年度から令和

13年度までの10年間、負担することとしたもので

ございます。

◎健康こども部長（佐伯 尚幸） 私のほうから

補足も含めて、今の処遇改善につきましては、協

定を結んだときに覚書で取決めしたものですけれ

ども、令和４年度からずっと勤めていくわけです

ので、一括して払う必要はないということで、10

年間に分割して払うことにしたものであります。

それから、退職金に関しては、職員が退職する

まで、移行した職員に不利益のないような退職金

が支払われるように協定を結んでいただきました

ので、最後、退職されるまでということで、差額

を負担していくものでございます。

それからもう一つ、苦情が様々耳に入っている

という件ですが、私もいろいろお話は聞いており

ますが、確かな情報として受けていいものかどう

かというのもあります。確かに看護師がなじめな

いとか、そういう話も一部聞きますが、それは私

たちの職場でもそうですけれども、新しい職場に

行ったときにそこに入れるかどうかというのは、

国立病院に特化した話ではないと把握しておりま

す。ただ、現場でどうだというのは正確な情報と

してつかんでいないものですから、そこについて

は、今の弘前総合医療センター側に情報提供はし

て共有しているところでございます

◎２６番（工藤 光志委員） 最後に意見なので

すが、弘前総合医療センターに行っている患者は

市民ですので、市民の方が市立病院と国立病院と

統合してよかったと、看護師も親切になったし、

対応もすごくいいというふうな話を聞くのなら、

これはよかったなと思うのですが、行く方々、10

人行けば８人くらいまで、まず態度がよくない

と、呼んでも返事もしてくれないというふうな苦

情が多いのですよ。

ですから、お金を出すのであれば、確かに市立

病院出身の職員ではないにしても、市立病院出身

職員の処遇改善のために、市の税金を国立病院に

出しているわけですので、評判の悪くならないよ

うに、お金を出して、その代わりに口も出すとい

う形で、そういう悪いうわさが一つでも聞こえた

ら、弘前総合医療センターに届けて、市民が安心

して医療にかかってほしいと思いますので、その

辺りを意見として申し上げて終わります。

◎７番（竹内 博之委員） 私も、今、質疑を聞

いていて、説明書106ページの、弘前総合医療セ

ンターの部分で幾つか聞きたいのですけれども。

先ほど木村委員も、お金も出しているし強く関

与してほしいと、行政としても主体性を持って関

与してほしいと。工藤光志委員も、今、意見とし

て述べたとおり、国立病院に働きかけをしてほし

いという話があったのですけれども、これは具体
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的に、行政としてどのタイミングで国立病院では

なくて弘前総合医療センターに情報を提供するで

あったり、意見を言う場というものは、令和６年

度の決算ですので、実際に去年、いつ、どこで、

どういうタイミングで、どういう意見を申したの

か、その点についてお伺いします。

◎地域医療課長（吉崎 拓美） 具体的に、去年

のそういった苦情とかに係る意見については、市

に直接苦情等が来た場合には、その内容について

弘前総合医療センターには伝えて、対応について

検討していただきたいというふうな旨を、その問

合せがあった時点で申し伝えております。

◎７番（竹内 博之委員） 誰に伝えているの

か。これは結構重要なお話なのかなと思ってい

て、当然市民の税金を使っているし、医療現場で

従事していただいている方がいるのですけれど

も、いろいろな市民の声があると。先ほど部長

も、本当の情報というところも含めて、慎重に

なっているのは十分に分かるのですけれども、丸

投げしている状態ではなくて、誰に対して市とし

ての公式な意見をお伝えして、病院としても、そ

の市としての公式な意見に対して、どう改善策を

図るのかというのが明らかになって、初めてより

よいもの、運営、経営というものにつながってい

くと思うので、今の答弁だと、相手も見えない

し、それが本当に実効性のあるものなのかという

部分が非常に不透明なので、もう１回聞いてもい

いですか。

◎健康こども部長（佐伯 尚幸） まずは、経営

に口を出してもいいのではないかというお話のと

ころからでよろしいでしょうか。

年に２回ほど運営委員会を設けていただいてい

まして、そこには協定を結んだ青森県、それから

当市と弘前総合医療センター―国立病院機構、

それからあと弘前大学に入ってもらいながら、今

後の運営ですとか、運営の状況をお示しいただい

て、さらに要望もしているところでございます。

具体的なものとしましては、日にちにつきまし

ては、直近は７月２日なのですが、例年２回です

ので、もう１回はたしか３月だったと思います。

予算と決算のタイミングということなのですけれ

ども、実際は先ほどお話がありました救急医療の

関係で、もっと充実させるために増員をお願いし

たいということが非常に大きい話で、皆さんで共

有していたところであります。

日々の苦情、日々そんなにあるわけではないの

ですけれども、地域医療課にも寄せられる苦情が

ありましたら、即座にこれは事務方の医療セン

ターの課長級の方にお知らせいただいて、医局

に、医師に伝えていただくと。私も随時、事務部

長と連絡を取れるような状況になっておりました

ので、何かあれば情報提供をしております。

◎副委員長（坂本 崇委員） ほかに、弘前さく

ら未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、創和・公明

の御質疑ありませんか。

◎１４番（畑山 聡委員） 私からは、先ほど志

村委員からありましたけれども、４款１項７目、

説明書の115ページ、決算書の95ページです。重

複しないように質疑したいと思います。

まず確認ですが、がん検診受診率が令和５年度

から令和６年度に対して、説明書に書いてありま

す。これで間違いないのですよね。強化対策事業

をやった結果がこうであるということで間違いな

いのかどうなのかということを１点、よろしいで

しょうか。

それから、がんの検診受診率の向上について

は、ナッジという考え方に基づく推奨策という

か、検診率を上げるための方法があるのですが、

そのことを御承知かどうかの２点をお伺いしたい

と思います。
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◎健康増進課成人保健・がん対策係長（尾崎 弘

子） １点目のがん検診受診率については、この

数字で間違いございません。

２点目、ナッジ理論の技法を用いチラシを作成

して、皆さんに周知しているところです。

◎１４番（畑山 聡委員） ナッジ理論を使って

この数字だと。では、ナッジという理論はあまり

大したことなかったという結論になるのだろうと

思います。

ナッジというあまり聞き慣れない言葉ですが、

行動経済学者が考え出した考え方で、この方は

ノーベル経済学賞まで受賞した方ですが、その

ナッジはどういうことなのかというと、人の選択

の自由は奪わないと、さりげなくその行動を後押

しするという物の考え方だそうです。

代表例を言うと、男子のトイレ、おしっこのほ

うだとすると、変に汚さないように、例えばトイ

レの中にハエの絵を描いておくとか、虫の絵を描

いておくとか、男性は無意識のうちにそれを目が

けておしっこをするということで、別に強制も何

もしていないのだけれども、無意識のうちにそう

いう行動を取ってしまう。これがナッジの考え方

ですね。それからもう一つ代表例を挙げると、市

役所の階段に、健康のために階段を上りましょう

とか、ああいうふうな推奨の仕方ではなくて、例

えばこの階段を登ると何カロリー消費しますと書

いていると、より具体的に分かりやすいので、何

となく階段を上ってしまうと。そういうふうにし

て強制はしていないのだけれども、行動を促す理

論なのだそうです。

そして、もう御存じだということなので、それ

を使っていただければいいだけの話なのですが、

それでも、全部御存じなのですよね。公表されて

いますので、これは。ナッジを使ったがん検診を

推奨する方法、御存じなのですよね。ただ、議員

の方たちは、知らない方もいらっしゃると思うの

で、若干説明すると……説明はいいか、ぜひやっ

てください。もったいないですから。私はおかげ

さまで、毎年がん検診を受診しておりますけれど

も、以上で終わります。

◎副委員長（坂本 崇委員） ほかに、創和・公

明の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、奏望会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、櫻鳴会の御

質疑ありませんか。

◎２５番（佐藤 哲委員） ４款１項３目18節負

担金、補助及び交付金のところです。決算書の91

ページです。まず、弘前市町会連合会環境衛生推

進活動費補助金のところでありますけれども。

交付の内訳として、ごみの減量化の堆肥製造容

器購入の実績が５台しかなかったという結果に、

無理して最初から補助金をつける必要があったの

かという気もするわけですけれども、これに対す

る見解をお聞きしたいと思います。

◎環境課環境保全係長（古川 真樹） 堆肥製造

容器購入補助の実績についてですけれども、令和

元年には43台あったものが、令和２年は35台、令

和３年は９台、令和４年に20台ということで、減

少傾向にはあるかと思います。この７台、５台と

少なくなっているという実績を踏まえて予算と

か、そういったものの見直しは必要と考えており

ます。

◎２５番（佐藤 哲委員） それに比べて、町会

を通じてのアメリカシロヒトリの薬剤費の補助金

が多くなっているわけですけれども、私もまだ頼

まれたりして、補助金なしで何とかしてくれとい

うことで、やりにいったりもしていますけれど

も。このアメリカシロヒトリの薬剤というのは一

体何を使ってやっているのか。それから、本数は
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どれくらい出ているものなのか。それと、例年同

じくらい、本数というのは限定して出しているも

のなのかどうか、お伺いをしたいと思います。

それと聞きたいのは、農薬というのは非常に危

ないものなのですよ。私は前にも同じような質疑

をこの席でやったことがありまして、かつてＪＧ

ＡＰを10年ぐらいずっと続けてやっていたという

こともありまして、農薬の保管というのは物すご

く厳しいものがあります。ですから、この残った

農薬を扱っているときに、果たしてそこだけで使

われているものなのかということは把握している

のですか。

◎環境課環境保全係長（古川 真樹） 今の御質

疑についてですが、まず薬剤につきましては、一

般的なものとしてスミチオンとかオルトランと

か、そういったアメリカシロヒトリのようなガ類

を対象とした、特異的な選択性のある薬剤のもの

を補助対象としております。本数については、本

数までは把握していないのですけれども、令和６

年度では69町会でこの補助金を活用していただい

ております。

あと、補助金の実績の変動についてですが、昨

年度、新聞でも載っていたように、昨年は岩木川

を中心に、年に２回発生するのですが、２期に大

発生したというのもありまして、当初の予算では

対応し切れなくて、ちょっと増額したという経緯

もありまして、令和６年度の決算では増えたもの

となっております。

◎２５番（佐藤 哲委員） 今、説明を聞きまし

て、ふと思ったのですけれども、農薬の現物を与

えるのではなくて、農薬を買うといったらお金で

渡すのですか。どういう状態でこの補助金という

のを渡しているのですか。

◎環境課環境保全係長（古川 真樹） 補助金の

受け取り方なのですけれども、各町会で、町会連

合会に買ったものが分かるような書類を提出し

て、要は、買ってしまった後に受け取るような形

になっています。

◎２５番（佐藤 哲委員） 大変危惧するところ

は、先ほど申し上げましたけれども、農薬が残っ

たりした場合なわけですよ。この農薬の扱いを最

後まできちんとやらないと、事故があったとき大

変なことが起きるわけです。ですから、この扱い

をどうしているのかというのを聞きたいと思って

いました。

◎環境課長（葛西 正樹） こちらの農薬の保管

は非常に危ないものなので大変懸念されるとい

う、今の御提言でございましたけれども、状況と

しては、私どもでは現状を把握していない状況で

ございましたので、これから、町会連合会と連携

して、その実態の把握に努めて、シーズンで使う

時期は限られているものですので、それが危険な

状況だということであれば、どういう対策をして

いくかということを協議してまいりたいと考えて

おります。

◎２５番（佐藤 哲委員） 我が身のことを言い

ますけれども、農薬は買ったら、その残った本数

を必ず記帳するわけです。その後、鍵のかかる

ロッカーに必ず入れる。しかも、下のほうに液体

のものを置いて、粉のものは上のほうの棚に入れ

るという扱いをするわけです。必ず在庫は把握し

ておく。実に大事なことでありますので、この辺

の扱いについては、農薬だ、スミチオンだ、これ

は人間が飲んだら大変なことになりますし、間

違って手についたものを、そのまま何かをやると

いうこともあるわけですよ。ですから、このリス

クというのは果てしないものがありますから、き

ちんとやっていただきたいと感じております。

それと、私は何十年も、まだ議員をやっている

わけですけれども、よく理解できないものの一つ

に、衛生費の中に水道事業会計の繰出金というも

のがございます。これは上下水道部の対応なので



－ 363 －

すけれども、決算書の91ページ、同じく４款１項

３目18節と23節であります。

水道は衛生費の中に入ってもおかしくはない

と、この辺までは理解できるのです。きれいな水

で洗って、災害でもいろいろなときにかかるか

ら、その一部は衛生費で負担してくれと。これは

分かるのだけれども、水道事業の会計補助金の中

で、企業債の利息というものが入ってきますよ

ね。さて、こうなると分からない。

もっと分からないのは、児童手当に要する経費

というのまで入ってくる。こうなると全くよく理

解ができないという感じなのです。この二つは私

は本当に理解できなくて、水道事業会計出資金と

いうのが２億3000万円ほど入っていますけれど

も、この辺はそうだろうなと、確かに理解しよう

と思えばできるなと思うのですけれども、児童手

当に要する経費とか企業債の利息まで払えとなる

と、よく分からなくなっているのですけれども、

このこじつけはどういう理由から出てくるわけで

すか。

◎上下水道部総務課長（中村 洋幸） ただい

ま、４款から水道事業会計への繰出金の中身、特

に補助金についてということでございました。

まず、建設改良に係る企業債に関して、なぜ４

款からということでございますけれども、これに

関しては総務省から繰出基準というのが示されて

おりまして、その中から一般会計からの繰出金で

返済をするというところがございます。中でも、

統合前の簡易水道の建設改良に係る企業債利子に

相当する分ということがございます。簡易水道に

関しては、本来の上水道事業とは別に一般会計か

らの補助というか、資金の出資ということが前か

ら認められておりまして、当水道事業におきまし

ては、平成28年度から簡易水道についても上水道

事業の中に含まれておりますので、過去の起債に

ついて一般会計のほうから繰出しが認められてい

るものでございます。

さらに、児童手当の給付に関する経費の一部と

して、これも総務省の繰出基準の中で認められて

いるものでございまして、通常の企業などにお勤

めの方などであれば、児童手当に関しては、市、

行政から支給されているものでございますけれど

も、それと同じような形で、公営企業会計の職員

に対しても、一般会計からの繰出しが認められて

いるものでございます。

◎２５番（佐藤 哲委員） 国で、それはここに

入ってもいいよというから、これを入れているの

だろうと。ここは理解はできるのだけれども、そ

の理由づけが分からなかったものですから。

◎副委員長（坂本 崇委員） ほかに、櫻鳴会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、無所属議員

の御質疑ありませんか。

◎１８番（野村 太郎委員） 私からは、４款１

項２目、決算書89ページ、予防接種事業の中で、

日本脳炎について質疑させていただきたいと思い

ます。

日本脳炎は、感染して発症すると高熱とけいれ

ん、麻痺になって、かなり死亡率も高くて、麻痺

などの重篤な後遺症も残るという大変恐ろしい感

染症であります。日本では予防接種を開始してか

らかなり少なくなりましたが、まだ撲滅というと

ころまでは至っていない感染症でございます。

決算説明書の102ページを見ますと、初回、１

期追加、２期ということで、それぞれ接種率が出

ております。これは定期接種でございますので、

プッシュ型の御案内が来る接種なのですけれど

も、その他の定期接種の接種率に比べれば、極め

て低い接種率になっていると。これに関しては、

定期接種なのだけれども、平成の中頃に、当時

使っていたワクチンが重篤な副反応で、一時定期
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接種から外れていて、その時期に接種できなかっ

た人たちに対して、特例で接種を今行っていると

いうことで、この対象者の年齢を見ても20歳未満

ということで、その当時の打ち損ねてしまった人

たちを母数に含めているということで、この低さ

になると思うのですけれども、確認も含めて、こ

の接種率の低さについて説明を願います。

◎健康増進課長補佐（葛西 砂織） 日本脳炎の

接種率が低いのではないかということについてで

すが、まず、定期接種の対象者と特例の接種に関

して合わせた接種率を掲載させていただいており

ます。接種率の低さについては、どうしても対象

年齢の幅が広く、また接種するタイミングも各年

度ごとになりまして、記載した数字に関しては、

令和６年度中の接種率になります。どうしても分

散しますので、こういったちょっと低い数字での

接種率というふうになると認識しております。

◎１８番（野村 太郎委員） 分かりました。

いわゆる年度をまたいで、それこそ本当に１期

の２回と１期追加が３歳、２期目が９歳というこ

とで、広範囲にわたるし、特例接種というのもあ

るということで、大変年齢幅が広がっているとい

うことです。

ここで確認したいのが、そういった特例接種と

いうものを、先ほど言ったように打ち損ねてし

まった人たちの特例接種を母数から引いた場合の

接種率、いわゆる通常の定期接種としての接種率

に直した場合は、どれぐらいの数字になるのかお

願いします。

◎健康増進課長補佐（葛西 砂織） 日本脳炎の

定期接種の接種率についてお答えします。

まず、生後６か月以上７歳６か月未満を対象に

した第１期の初回接種の対象者といたしましては

7,455人で、うち接種者が1,818人、接種率が24.4

％になります。そして、同じく第１期の追加接種

の対象者につきましては4,948人で、うち接種者

が928人、接種率としましては18.8％となってお

ります。そして、９歳以上13歳未満を対象にした

第２期接種につきましては、対象者が3,233人に

対しまして、うち接種者が1,088人、接種率が

33.7％でございます。

◎１８番（野村 太郎委員） ありがとうござい

ます。

定期接種に関してはそういった数字になる。多

年度にわたるものですので、数字もそういった形

になってくるということで、そういう点を考えれ

ば、その他のいわゆる１回打つ接種と、実質の結

果というのはあまり変わらないものであると理解

したいと思います。その点は大変安心したところ

でございます。

１点気になりますのが、先ほど言った特例接

種、それこそ平成の半ばに打ち損ねた人たちで、

二十歳になるまで特例で接種ができるということ

であります。日本脳炎は、先ほど申し上げたとお

り、大変重篤な感染症ですので、打ち損ねた人た

ちを何とか救済できないものかというのが大変重

要で、全く抗体を持たないまま社会に出るという

のは大変残念なことでございますけれども、令和

６年度において、この特例接種の対象者に対し

て、打てますよというお知らせというか、周知の

仕方というのはどういった形で行われたのでしょ

うか。

◎健康増進課長補佐（葛西 砂織） 特例接種の

方に対する周知ということについてでございま

す。

まず、委員おっしゃるとおり、二十歳の誕生日

を迎えるまでに接種しなければ、定期接種として

公費負担でできる接種ができなくなってしまいま

すので、令和６年度中においては、まず18歳を迎

える方のうち、ワクチンを未接種の方、回数が足

りない方は495人おられまして、その方に対し

て、４月の初旬頃に個別に案内文ですとか、接種
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ができる医療機関の一覧表と予診票を合わせて送

付いたしまして、皆さんに接種していただけるよ

うに勧奨しているところでございます。

◎１８番（野村 太郎委員） 分かりました。18

歳のときに案内をしている、プッシュ型でやって

いるということですね。

多分この数字は持っていらっしゃらないと思う

のですけれども、できればお願いしたいのが、こ

れからの話は意見ということになります。

大変重大な感染症ですので、恐らく平成の中頃

に打ち損ねた人たちはもう数年で全ての人たちが

二十歳を超えてしまうということでございますの

で、その点は、一人でも多くの人に特例接種がで

きるのだということをしっかり案内というか、お

願いするべきでありますし、これは質疑の中に入

れてもよかったのですけれども、令和３年度にお

いて、実は日本脳炎ワクチンの供給不足というの

が起こりました。メーカーの生産体制の不備で生

産がしばらくできなくなって、ちょうど私も娘が

３歳でそのときに出くわして、あらゆる医療機関

に電話してようやく受けられたということがござ

いました。恐らくそのときにも打ち忘れたという

ことが起こっているのではないかというのは、あ

のときは１期の初回と１期の追加を優先して、９

歳の第２期というのは後に回してもいいですよと

いう形の運用だったと思います。そういう点で、

そのときに打ち忘れてしまった、漏れてしまった

人たちをしっかり把握して、今後救済していくと

いうことが必要であると、令和６年度に対して意

見を申し上げまして質疑を終わります。

◎副委員長（坂本 崇委員） ほかに、無所属議

員の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（坂本 崇委員） 質疑なしと認め、

これをもって、４款衛生費に対する質疑を終結い

たします。

──────────────────────

◎副委員長（坂本 崇委員） 次に、５款労働費

に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎商工部長（岩崎 文彦） ５款労働費の決算に

ついて御説明いたします。

決算書の100ページから102ページの１項労働諸

費は、商工部及び福祉部に係る経費であり、予算

現額１億5235万6000円に対しまして、支出済額は

１億2816万546円で、2419万5454円の不用額と

なっております。

不用額の主なものを申し上げます。

101ページの１目労政費18節負担金、補助及び

交付金の544万6931円は、ひろさき人材定着推進

事業費補助金などが申請見込みを下回ったことに

よるものであります。

２目勤労者福祉施設費14節工事請負費の1711万

8960円は、旧勤労青少年ホーム解体工事費の契約

差額によるものであります。

以上で、５款労働費についての説明を終わりま

す。

◎副委員長（坂本 崇委員） 本款につきまして

は、４名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、創和・公明。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは、５款１項

１目、決算書101ページ、説明書124ページ、障が

い者雇用奨励金についてであります。

まずは、市内の障がい者雇用の状況についてお

聞かせください。

◎商工労政課長補佐（成田 真也） 市内の障が

い者の雇用の状況ということでございますけれど

も、障がい者の雇用の状況につきましては、弘前

公共職業安定所が公表しているものを参考にして

ございます。こちらの公表しているエリアが弘前

市ではなく弘前管内ということで、ほかの市町村

も一部入っておりまして、具体的に言いますと、
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平川市の一部、大鰐町、藤崎町、板柳町、西目屋

村も含めての数字ということで、申し訳ないです

けれども、お答えさせていただきます。

こちらの最新の民間企業の状況ということでご

ざいますが、障がい者雇用が義務づけられている

常用労働者40人以上の事業所は、管内で全部で19

9事業所がございまして、そのうち50.8％に当た

る101事業所が、常用労働者に対して障がい者の

雇用割合として定められている法定雇用率2.5％

を達成しているという状況でございます。

また、障がい者雇用に該当する企業の管内の常

用労働者数は２万7060.5人でありますけれども、

そのうち障がい者の方は683人の雇用となってお

りまして、割合としては2.52％、これは全国平均

の2.41％、県平均の2.49％を上回っている状況で

ございます。

◎３番（志村 洋子委員） 弘前管内で見ると県

平均、全国平均を上回っているようですが、説明

書にある奨励金の交付事業所数を見ると、件数が

伸び悩んでいるように見受けられます。この要因

についてどのように分析しているかお聞かせくだ

さい。

◎商工労政課長補佐（成田 真也） 障がい者雇

用奨励金の交付実績が少ない要因ということでご

ざいますけれども、まず、この奨励金につきまし

ては、障がい者の方を雇用する企業に対しまし

て、国から特定求職者雇用開発助成金というもの

が下りまして、支給対象となりました市内在住の

障がい者を、国の支給対象期間満了後も引き続き

雇用する事業者に対して市が交付する、いわゆる

リレー事業のような仕組みとなっております。

実績について申し上げますと、令和５年度は延

べ12件の事業所で16名が対象となり交付しており

ました。令和６年度は延べ６件の事業所で８名と

減少しております。実績が少ない要因としては複

数あるものと考えておりますけれども、まず、国

の助成金の支給実績が減少、横ばい傾向にあるこ

とから本奨励金の対象者も減少したこと、ほかに

も、同一の方を雇用し続けて法定雇用率を達成し

ているため、新規の雇用にまで至っていないとい

うケースもあると想定しております。

あとは、この奨励金につきましては、ホーム

ページなどでの情報発信のほか、弘前公共職業安

定所などの関連機関などと連携しながら、国の助

成金を活用している企業に対して、直接チラシで

制度の周知を図っているところでありますけれど

も、企業の認識までつながっていない可能性もあ

ると考えております。

◎３番（志村 洋子委員） 市として、奨励金の

支給だけでなく、障がい者雇用の促進について支

援できる取組があるか、また、奨励金が一時的な

雇用創出に終わることなく継続的な雇用につな

がっているか、また、定着率の調査などを実施し

ているかお聞かせください。

◎商工労政課長補佐（成田 真也） こちらの障

がい者雇用の促進について支援できる取組という

ことでございますけれども、商工部としまして

は、障がい者の雇用に関する支援は、本支援金の

ほか、これまで障がい者の雇用に関する企業向け

のセミナーを実施して、企業の理解を促進してま

いりました。

あと、一時的な雇用創出にならないよう、継続

的な雇用になっているかの調査などをしているか

という御質疑でございますけれども、市では本奨

励金を活用している企業に対して、継続して雇用

されているかということを、およそ毎年度末に聞

き取り調査を行ってございます。最新の結果が、

令和５年度に奨励金を申請して、同年度中に支給

開始された事業所について、対象となった障がい

者が９名いらっしゃるのですけれども、こちらの

状況を令和７年２月末に聞き取り調査を行いまし

た。９名の中、支給終了後も８名が引き続き雇用
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継続となっておりまして、残り１名については、

職場になじめなかったという理由で退職になった

ということでございました。

市としましては、奨励金につきましては、障が

い者を雇用した事業所において、その後も雇用継

続に向けた取組を下支えする仕組みとして、一定

の効果はあったものと考えてございますけれど

も、障がい者の方の雇用に関しましては、市の福

祉部や弘前市の公共職業安定所などの関連機関の

取組としっかり連携しながら、継続的な就労や受

け入れる事業所における環境づくりにつながるよ

う取り組んでまいりたいと考えております。

◎３番（志村 洋子委員） 最後に、意見要望だ

け。

継続して雇用している企業の声だったり、働い

ている方の生の声など、成功事例を公開すること

で雇用数が増える可能性があり、障がいのある方

が安心して働くことにつながると考えますので、

今後も横のつながりを大事にして取組をお願いい

たします。

◎１５番（石山 敬委員） 私は、５款１項１

目、決算書101ページ、ひろさき人材定着推進事

業費補助金について質疑します。

本補助金は、福利厚生事業や奨学金返還支援、

インターンシップなど、ホームページを見ますと

幅広く補助対象としておりますが、これまでの申

請件数、採択件数はどの程度か、また、企業の規

模、中小とか、どういう傾向があるのか、どう

いった会社が活用しているのか、まずお伺いしま

す。

◎商工労政課長補佐（成田 真也） ひろさき人

材定着推進事業費補助金の活用状況、申請数、採

択件数というところでございますけれども、こち

らの補助金につきましては、人手不足の緩和、地

元就職の促進及び生産年齢人口の増加を目的とし

まして補助を行っているものでございますけれど

も、令和５年度からの実施となっております。

利用実績、申請件数、採択件数でございますけ

れども、令和５年度が12件、令和６年度が７件、

２か年で19件の申請がございまして、いずれも交

付決定につながっているところです。

あと、企業規模別ということでございますけれ

ども、中小企業法に定める中小企業や小規模企業

者、誘致企業が活用できることとしておりまし

て、実績としましては、中小企業者が11件、小規

模企業者が７件、誘致企業が１件となっておりま

す。

業種ですけれども、建設業、サービス業、製造

業、農業など多岐にわたっているところでござい

ます。

◎１５番（石山 敬委員） 採択率は100％とい

うことで、しかも業種が多岐にわたるということ

でいいなと思います。これは本当に、ホームペー

ジを見ると非常にいい事業でして、例えば福利厚

生でいくとスポーツクラブ契約とか休憩スペース

にエアコンを設置したりとか、あと社員旅行と

か、特別休暇制度の導入など、職員が働きやすい

環境づくりのために非常にいい事業だなと思って

おります。

ここで、あえて聞かせていただくのですけれど

も、この事業に特化して、この取組が実際に人材

定着ですとか、採用促進にどの程度効果を上げて

いるのかお伺いします。

◎商工労政課長補佐（成田 真也） こちらの補

助金につきましての人材定着、採用促進の効果と

いうところでございますけれども、この補助金

は、補助対象として多岐にわたっているというこ

とでお話しいただきましたが、スポーツクラブの

契約や休憩スペースの整備、社員旅行、特別休暇

制度の導入とか、幅広い取組の経費を対象として

いるもので、いずれも従業員の健康の保持と職場

におけるモチベーションの向上、職場環境の改善
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ということにつながるものとして考えておりま

す。

効果ということでございますけれども、活用し

た事業者からは、活用後３年間にわたって、事業

実施の効果報告書というものを提出いただいてご

ざいます。その中のコメントとして､｢従業員のモ

チベーションが高まった｣｢職場内のコミュニケー

ションが活性化した｣｢離職率の減少が期待でき

る」といった声が寄せられており、おおむね企業

からは好評であったということで捉えておりま

す。

このことから、市といたしましては、まだ２年

ということでございますけれども、人材定着には

一定の効果が期待できるのではないかと考えてご

ざいますので、引き続き事業者の声を丁寧に伺い

ながら、実績に即した支援が行えるよう努めてま

いりたいと考えてございます。

◎１５番（石山 敬委員） 私は個人的には二つ

の異業種間交流の団体に入っていて、多分この話

をするとみんないいなと言うはずなのです。恐ら

く令和５年から開始しているので、まだ各会社の

認識不足等もあるのですけれども、ぜひ私個人と

しては、この事業を使ってほしいと思っておりま

が、今後のさらなる周知方法の工夫とか、あと、

もう一つ、奨学金返還支援事業というのがあっ

て、社員の奨学金の返還をサポートする、これは

せっかくメニューにあるのに実績がゼロというこ

とで、これも非常に重要だなと思っておるのです

が、こういうものに対してどういうふうに周知を

していくのかお伺いします。

◎商工労政課長補佐（成田 真也） 今後、この

制度について周知をどのようにということでござ

いますけれども、現在、周知につきましては、

ホームページ、広報誌、あと弘前商工会議所の会

報誌にも掲載いただいて、あとチラシも各所に設

置して周知に努めている状況でございます。今後

も事業者の目に留まりやすいような媒体を活用し

ながら、様々な機会を捉えて、情報が届くように

は努力してまいりたいと考えてございます。

あと、奨学金と子育ての支援というところのお

話でございますけれども、若年層に届く支援とい

うところで、今現在この制度の内容で、奨学金支

援制度を補助金対象として位置づけてございます

し、事業者が福利厚生事業として従業員のために

子育て支援ということに要する経費につきまして

も対象となってございます。このような対象と

なっている事業も、取組をきちんと周知の部分で

例示したりなど、より分かりやすいような形で運

用に努めて、企業に理解をいただきたいと考えて

ございます。

◎１６番（木村 隆洋委員） ５款１項１目、決

算書の101ページ、説明書の125ページ、地元就職

マッチング支援事業についてお伺いいたします。

決算説明書で４事業が掲げられておりますが、

それぞれの当初予算に対する決算での執行率につ

いてお伺いいたします。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 地元就職マッ

チング支援事業についてお答えいたします。

４事業ありますけれども、まず一つ目、当市へ

移住し、県内企業に就職などをした方に対する支

援制度として、東京圏ＵＪＩターン就職等支援

金、二つ目が医療・福祉職子育て世帯移住支援

金、三つ目がＵターン就職等支援金の三つの制度

がございます。それに加えて、先ほど説明いたし

ました企業の人手不足の緩和と人材定着を促進す

る取組として、ひろさき人材定着推進事業費補助

金がございます。

これらのそれぞれの執行率につきましては、東

京圏ＵＪＩターン就職等支援金は当初予算額が

1100万円で、決算額は1180万円となりましたの

で、当初予算額に対する執行率は約107％であり

ます。次に、医療・福祉職子育て世帯移住支援金
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は当初予算額が1300万円で、決算額が1500万円と

なっておりますので、執行率は約115％でありま

す。Ｕターン就職等支援金につきましては当初予

算額が190万円で、決算額が740万円となっており

ますので、執行率は約389％であります。また、

ひろさき人材定着推進事業費補助金につきまして

は予算額450万円に対して、決算額は233万9700円

で、執行率は約52％となっております。

なお、それぞれの支援金、補助金について、当

初予算額を決算額が上回ったものについては、補

正予算で御審議いただいて、あとは予算流用等で

対応しております。

◎１６番（木村 隆洋委員） ここに掲げられて

いる三つの移住支援金を交付されている方々がお

ります。全部でなくてもいいのでそれぞれの、ど

ういった年齢だとか、どういった職業をしている

かの内訳をお伺いいたします。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 交付を受けた

方の内訳ということでございます。

東京圏ＵＪＩターン就職等支援金につきまして

は、８件を交付して17名の方が本制度を活用し移

住されております。年代につきましては、20代１

件、30代７件となっております。職業につきまし

ては、飲食業、マッサージなどの療術業、製造業

がそれぞれ１件、情報通信業が３件、サービス業

が２件となっております。

続きまして、医療・福祉職子育て世帯移住支援

金につきましては、５件交付いたしまして16名の

方が移住されております。年代につきましては、

20代２件、30代３件の計５件となっております。

職業につきましては、介護福祉士、社会福祉士、

臨床検査技師、看護師、保育教諭にそれぞれ１名

ずつとなっております。

Ｕターン就職等支援金につきましては、20件交

付し、35名の方が移住されております。年代につ

きましては、20代５件、30代14件、50代１件の計

20件となっております。職業につきましては、造

園業、販売業、整骨院、医療・福祉、建設業、不

動産業、金融業が各１名、飲食業が２名、製造業

が３名、サービス業が８件となっております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 決算額が当初予算

をかなり上回っていると、補正も組んでいると。

年々補正も１回だけではなくて組んでいるような

状況であります。

この事業で移住者が増えていると、２款でもか

なり話がありましたが、この事業に対しての費用

対効果を理事者側でどのように考えているのかお

伺いいたします。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 東京圏ＵＪＩ

ターン就職等支援金につきましては、令和元年度

から実施しております。医療・福祉職子育て世帯

移住支援金につきましては令和５年度から、Ｕ

ターン就職等支援金につきましては令和４年度か

らそれぞれ交付を開始しており、交付件数につき

ましては、今おっしゃったとおり増加傾向にござ

います。

支援金を交付することで、当市への移住のきっ

かけとしていただいており、就業する方の多くが

市内の事業所へ就職されている状況から、市内企

業が抱える人手不足の緩和の一助になっているも

のと認識しております。

また、支援金を活用した方のその後の定着の状

況を確認したところ、東京圏ＵＪＩターン就職等

支援金につきましては、令和元年度から令和６年

度までに交付した32件のうち、31件につきまして

は、現在も市内に就業している状況にございま

す。医療・福祉職子育て世帯移住支援金につきま

しては、令和５年度から令和６年度までに交付し

た全５件全員が現在も市内にお住まいになって就

業されております。Ｕターン就職等支援金につき

ましては、令和４年度から令和６年度までに交付

した39件のうち、１件就農していた方が離農され
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ていることを確認しておりますが、残り38件が現

在も市内に居住し就業されている状況にございま

す。

このようなことから、当市への移住に際し、支

援金を皆様が活用したことで、地元事業所への定

着と定住が促進されてきているものと考えており

ます。

◎副委員長（坂本 崇委員） 暫時休憩いたしま

す。

〔午後 ２時５１分 休憩〕

───────────────

〔午後 ３時２０分 開議〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

次に、日本共産党。

◎１７番（千葉 浩規委員） ５款１項１目、決

算書101ページの補助金、地域産業魅力体験授業

実施事業費補助金についてです。

資料要請で資料を頂きました。それによると、

弘前工業高校から33名、相馬中学校から47名が参

加したということでした。

近年、建設業での人手不足とか、技術者の不足

ということが言われているのですが、そういう中

で、高校生、中学生の皆さんに、地域産業の魅力

を知っていただき、将来を考えていただくという

ことは、大変重要なことだなと考えているところ

です。

そこで、体験授業の概要と、参加された生徒の

皆さんの受け止めについてお答えください。

◎商工労政課長（佐々木 幸生） 地域産業魅力

体験授業実施事業費補助金の概要と受け止めとい

うことでございます。

地域産業魅力体験授業実施事業費補助金の概要

につきましては、若年者の地元就職及び地元定着

の推進を図るため、小・中学生及び高校生が地域

産業への理解を深めながら、職業観を身につける

ことを目的に、職業体験の授業を実施する団体に

対して経費の一部を補助するもので、令和２年度

から事業を実施させていただいております。

令和６年度におきましては、弘前地区溶接協会

による弘前工業高校機械課の生徒を対象とした溶

接塾の開催や、弘前建設業協会による相馬中学校

の生徒を対象とした建設業体験授業の実施に対し

て補助金を交付したところでございます。

体験授業に参加した生徒からは､｢溶接の奥深さ

を知ることができた｣｢就職先の候補として意識す

るようになった｣｢将来の職業選択肢の一つとして

建設業を考えるきっかけとなった」などの感想を

頂いております。

このような体験授業が小・中学生や高校生を対

象に実施され、地域の産業に直接触れる機会が創

出されることで、地元で働くことへの意識が芽生

え、結果として次世代の地域産業を担う人材の育

成、地元の定着につながっていくものと認識して

おります。

◎１７番（千葉 浩規委員） ぜひ高校生、とり

わけ中学生のときから地域産業の魅力に気づいて

いただくということが、今後大変重要かと思いま

すので、事業拡大に向けて頑張っていただきたい

と思います。

◎委員長（外崎 勝康委員） 以上で、通告によ

る質疑は終了いたしました。

引き続き、無通告の質疑に入ります。順次、会

派を指名いたします。

まず、弘前さくら未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、創和・公明

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、奏望会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、櫻鳴会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、日本共産党

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、無所属議員

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって、５款労働費に対する質疑を終結い

たします。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、６款農林水

産業費に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎農林部長（澁谷 明伸） ６款農林水産業費の

決算について御説明申し上げますので、102ペー

ジをお開き願います。

102ページから110ページにかけての１項農業費

は、農業の振興に係る経費でありまして、予算現

額36億3161万1431円に対しまして、支出済額は22

億9628万275円、翌年度繰越額は９億6879万7518

円で、３億6653万3638円の不用額となっておりま

す。翌年度繰越額は、農産物等輸出拡大施設整備

事業補助金などに係るものであります。

不用額の主なものを申し上げますので、104

ページをお開き願います。

３目農業振興費12節委託料の2458万3431円は、

弘前お米とくらし応援券発行等業務委託料の契約

差額などによるものであります。

105ページをお開き願います。

18節負担金、補助及び交付金の２億8889万4317

円は、経営発展支援事業費補助金の支出額が見込

みを下回ったことなどによるものであります。

109ページをお開き願います。

５目農地費14節工事請負費の622万8458円は、

農道等整備工事の契約差額などによるものであり

ます。

18節負担金、補助及び交付金の2002万1327円

は、多面的機能支払交付金の支出額が見込みを下

回ったことなどによるものであります。

110ページから112ページにかけての２項林業費

は、森林や林道の整備及び維持管理に係る経費で

ありまして、予算現額２億4034万700円に対しま

して、支出済額は１億8549万1379円、翌年度繰越

額は2164万円で、3320万9321円の不用額となって

おります。

翌年度繰越額は、林道藍内沢田線改良事業に係

るものであります。

不用額の主なものを申し上げますので、111

ページを開き願います。

２目林業振興費14節工事請負費の2881万1090円

は、林道施設維持改修工事の事業費の確定などに

よるものであります。

以上であります。

◎委員長（外崎 勝康委員） 本款につきまして

は、６名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、創和・公明。

◎３番（志村 洋子委員） 私からは６款１項３

目、決算書106ページ、説明書135ページ、収入保

険制度加入促進緊急対策事業費補助金についてで

あります。

令和５年に67.9％だった加入率が75.5％に上昇

したのは、取組の成果が現れていると評価できま

す。しかし、加入に至らない方が一定数いらっ

しゃる、この理由についてどのように分析してい

るかお聞かせください。

◎農政課地域経営係長（今 雄大） 収入保険の

加入に至らない理由についてでございますが、収

入保険事業を担う青森県農業共済組合ひろさき支

所に聞いたところ、加入に至らない要因といたし
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まして、果樹共済の保障内容で十分と感じている

や、近年はりんごの販売単価が高くなっており、

多少収穫量が減少しても収入に不安を感じていな

いなどの声があり、収入保険自体に必要性を感じ

ていない農業者がいる一方で、収入保険自体がよ

く分からないであったり、加入条件である青色申

告についてよく分からない、手続が難しそうなど

の理由で、まだ加入していない農業者も一定数お

り、青色申告の事務処理のハードルが高いと感じ

られていることも要因の一つであると考えており

ます。

◎３番（志村 洋子委員） 加入条件である青色

申告が一定のハードルになっているようですが、

青色申告をしていない方はどれくらいいるのか、

また、そういった方々への支援や取組があればお

聞かせください。

◎農政課地域経営係長（今 雄大） 青色申告の

加入状況でございますが、令和２年の2020年農林

業センサスによりますと、弘前市で青色申告をし

ている農業者は、個人・法人合わせて1,531件と

なっております。また、青森県農業共済組合ひろ

さき支所によりますと、令和６年保険契約の加入

実績は1,156件となっており、比較する時期は異

なりますが、先ほど委員からありましたように、

加入率は75.5％となっております。

当市における支援策でございますが、令和７年

度については、令和８年保険契約の収入保険の新

規加入者が負担する保険料掛け捨て部分の30％を

補助しているほか、収入保険の加入を検討されて

いる方を後押しするため、青色申告研修会の開

催、青色申告ソフトを購入する際の費用の一部補

助、また、就農前に理解すべき基礎的な知識、技

術習得を目的として開催しておりますひろさきス

タートアップる塾の中で、収入保険や青色申告に

関する講義を実施しております。

◎３番（志村 洋子委員） 本事業は、あくまで

も加入促進のための緊急対策とされております

が、中長期的な視点で見た場合、気候変動や市場

価格の変動によるリスクについて、どのように考

えているかお聞かせください。

◎農政課長（一戸 拓利） 営農するに当たっ

て、台風や大雨、大雪、そういう自然災害と価格

の下落というリスクの備えとして、この収入保険

の制度というのは、農業者にとって重要な役割を

担っていると思っております。

市では、今後もこれまでと同様に、農業者に収

入保険の重要さというものを農業者が集まる機会

あるごとに紹介していくとともに、農業者が収入

保険に加入しようという意識醸成を図るととも

に、令和８年産の保険契約分を対象とした部分も

支援するとしておりますので、それで仮に今の予

算措置した分、全てが加入した場合ということで

あると、2020年の農業センサスベースで青色申告

している農業者に対する加入率が９割を超えます

ので、入ることができる人はもうほとんど入って

いて飽和状態に近い状況ということで、逆に青色

申告をする農業者を増やすことが必要であろうと

考えておりますので、収入保険の要件となってい

る青色申告に取り組む農業者を促していきたいと

考えております。

◎３番（志村 洋子委員） 最後に、意見要望だ

け。

つい先日も予報されなかった台風並みの強風に

より、りんごが落下、幹折れが発生するなど、い

つ、どこで災害が起きるか、誰にも予測できない

異常気象が日常化しつつあります。農家のリスク

管理、経営安定化をより効率的に進められるよ

う、きめ細やかなサポートの継続をお願いいたし

ます。

◎１５番（石山 敬委員） ６款１項３目、決算

書106ページ、中山間地域等直接支払交付金につ

いて質疑します。
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全国的には、この交付を受ける組織数が年々目

に見えて減少しているというふうなニュースが取

り沙汰されております。

令和６年度、当市では市内45組織977.6ヘク

タールを対象に交付されておりますが、近年の対

象組織数や面積の推移はどのように変化している

のか、また交付金額の推移を踏まえ、制度の持続

性についてどのように評価しているのかお伺いし

ます。

◎農政課長（一戸 拓利） 中山間地域等直接支

払交付金は、対象期間は１期が５年間ということ

でやっていますので、この間の５年間というのは

あまり差がないものですから、直近の第５期の最

終年度である令和６年度と、その前の第４期の最

終年度の令和元年と比較させていただきたいと思

います。

交付の対象面積は、第４期が約1,184ヘクター

ル、第５期が約978ヘクタールということで、206

ヘクタールの減となっております。組織数は第４

期は59協定、それが第５期で45協定と、14協定の

減となっております。交付金額は約22万円の減と

なっております。

人口減少による担い手の減少、あとは農業者の

高齢化ということがありまして、協定の構成員も

高齢化しておりますので、この制度を持続してい

くためには、地域を担う人材の確保が課題になっ

ていると思っております。

◎１５番（石山 敬委員） 前期と比較して14協

定が減っているということで、金額的にはそんな

に減っていないものの、ちょっと深刻な問題なの

かなと認識しております。

これは弘前市だけではなくて、全国的な特徴に

なるのでしょうけれども、現場の農家や集落から

は担い手不足で、水路や農道の維持管理が年々難

しくなっている。また、高齢化により作業の持続

が困難といった声が多く寄せられております。こ

ういった現場の実情を市としてどのように把握し

て、そして、制度の改善や集落の体制強化にどの

ように取り組んでいるのかお伺いします。

◎農政課長（一戸 拓利） 地域の声は、毎年４

月に交付金の申請受付がありますので、そのとき

に各協定から、窓口に来ていただきますので、御

意見を聞くということと、あと、中山間の人たち

は年度を通してまでいに相談してくれますので、

個別の相談の中でも現状をお伺いしていると。

今年度は６期の最初だということもありまし

て、新しい制度の説明会とか、あとは窓口で相談

というのを受けておりますので、その中で地域の

声を伺っているという状況です。協定からは、農

道や水路の維持管理が大分大変になってきている

とか、あとは事務作業の関係が負担になっている

という声は頂いております。

第６期では、協定間の活動のネットワーク化の

体制づくりの計画作成が交付金を10割で受けるた

めの要件となっております。そのため、協定間の

活動の共同実施とか、あとは共同実施が難しい場

合は、ほかの協定との統合とか、その辺の検討に

ついても、こちらで提案して、集落体制の強化に

つなげるような促し方もしているという状況で

す。

事務処理の負担については、県で推進している

ＮＰＯ法人への委託というものもあって、その辺

のことも、協定に助言をしているという状況であ

ります。

◎１５番（石山 敬委員） 今、課長から最後

に、事務作業の負担軽減としてＮＰＯ法人に委託

ということで、事務負担というところも結構、今

まで問題になっていますけれども、ちなみにＮＰ

Ｏ法人はどういう法人なのか教えてください。

◎農政課長（一戸 拓利） 特定非営利活動法人

あおもり就職キャリア支援センターで、青森市に

あるセンターになります。そちらは県からそうい
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うのを使えると聞いております。

◎１５番（石山 敬委員） 今のことについて、

もう既に各協定に、そこを使えばいいよとか、そ

ういうのを紹介しているのでしょうか。

◎農政課長（一戸 拓利） それこそ今の６期の

ときの相談の中で、その辺は紹介している状況で

す。

◎１５番（石山 敬委員） 結構事務のところを

みんな悩んでいるそうなので、今の事務委託は非

常にいいなと思っております。

あと、国全体では人口減少、農業従事者の減少

が加速し、制度の意義が改めて問われている一方

で、農村景観や多面的機能の維持は、地域政策の

中でも重要性が増していると認識しております。

市として、中山間地域等直接支払交付金を今後

どのように位置づけ、農村地域の維持・再生につ

なげていくのか、今後の方針をお伺いいたしま

す。

◎農政課長（一戸 拓利） 近年、人口減少、あ

とは高齢化ということで、担い手が減少して、そ

の中で逆に遊休農地が増えていっているという状

況ですので、中山間地域の豊かな自然環境とか景

観、あとは洪水防止の多面的機能が懸念される中

でありますので、その中でもこの交付金は中山間

地域の遊休農地の発生の防止、あとは水源の涵

養、あとは洪水や土砂崩壊防止の多面的機能にも

大変重要な制度だと思っております。

ですので、今後も中山間地域の特性を守って、

将来の農業生産活動を維持するために、今の協定

の部分を引き続き支援していくというのはもちろ

んなのですけれども、やはり地域を守っていくた

めには人なのだろうと思いますので、そういうよ

うな地域を引っ張っていく方、さらには一緒に

なって取り組んでいただける方、そういう地域の

人材を確保して維持していきたいと考えておりま

す。

◎１６番（木村 隆洋委員） 決算書104ページ

から106ページにかけて、説明書だと138ページに

なります。弘前ヘルスアップル推進事業について

お伺いいたします。

まず、この中のりんご生産者ヘルスアップ事業

について、事業効果と今後の展開についてお伺い

いたします。

◎りんご課企画推進係長（佐藤 美幸） まず、

事業効果についてでございますが、令和６年度は

ＪＡつがる弘前、あとはＪＡ相馬村の女性部と連

携しまして、りんご生産者に対するＱＯＬ健診、

あとは健康講座を実施した結果、計45名の方に御

参加いただきました。

参加者からは、ＱＯＬ健診に参加してよかった

という声ですとか、あとは、ふだんから生活に気

をつけているつもりだったけれども、測定結果を

見て食事や運動などの生活習慣を今後見直したい

と思ったなどの声が上がったほか、ＱＯＬ健診を

通じて、女性部として今年度から活動計画の中に

健康増進活動の充実を図ると目標を掲げていただ

いているＪＡもありまして、健康への意識づけと

して効果があったものと認識しております。

今年度もＪＡと連携してＱＯＬ健診を行う予定

でして、今後の展開につきましては、効果的に健

康啓発を行うための手法として、ＱＯＬ健診はヒ

ロロでも受診できるので、その受診できることな

ども積極的に周知して、りんご生産者の受診が促

進されるよう健康啓発の機会創出に取り組んでま

いります。

◎１６番（木村 隆洋委員） ヘルスアップル推

進事業費補助金についてお伺いいたします。

りんごを機能性表示食品にすると、その経費を

一部補助するということで、市として、この機能

性表示食品とすることによっての販売へのメリッ

ト、効果をどのように認識しているのかお伺いい

たします。
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◎りんご課企画推進係長（佐藤 美幸） 果物の

消費量が減少傾向にある中で、健康志向の高まり

を捉えまして、りんごは体にいいと漠然と捉えて

いたイメージについて、機能性表示食品について

効果を明記して販売することで、これまで果物を

購入しなかった層ですとか、健康を意識して別の

食品をこれまで取ってこられた方など、新たな需

要を掘り起こして、日常的なりんごの消費拡大に

つなげるために取組を進めているものでありま

す。

ＪＡつがる弘前、ＪＡ相馬村、弘前大学、農研

機構と共同で開発した地域ブランドのひろまるに

ついては、令和６年１月に販売を開始してから一

定の引き合いがありまして、今後も機能性表示食

品のりんごのＰＲを通じて、りんご全体の消費の

底上げを図っていきたいと考えております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 財源として、デジ

タル田園都市国家構想交付金の状況ということ

で、ＫＰＩを設定しなければいけないと。令和６

年度の指標を見ると、既に４項目のうち２項目は

達成していると。１項目に関しては、販売額に関

しては事業終了後の指標にも達成していると。

令和８年度３月のＫＰＩの指標に対しての達成

見込みを、現時点でどのように考えているのかお

伺いいたします。

◎りんご課企画推進係長（佐藤 美幸） 今、Ｋ

ＰＩとして四つの項目、果樹産出額、ＱＯＬ健診

参加者数、特定健康診査の受診率、あとは機能性

表示食品制度を活用した弘前ブランドとしてのり

んごの生果届出数の四つの指標を設定しておりま

すが、いずれも累積値での目標値になりまして、

今おっしゃったように果樹産出額については既に

達成しております。ＱＯＬ健診の参加者数に関し

ても目標値を達成する見込みでおります。特定健

康診査の受診率については、目標値には満たない

ものの前年よりはポイントが上がっているという

状況にありまして、一定の効果が現れているもの

と認識しております。機能性表示食品について

は、届出に係る事業者負担を考慮すると、目標値

の達成は難しい見込みでおりますが、りんごの機

能性を生かした取組を推進するために、今年度か

らりんごの機能性を生かしたりんご機能性協議会

を発足しておりまして、りんごの機能性表示に取

り組むことを希望する事業者の相談体制の構築で

すとか、また、令和７年産のりんごからひろまる

のＰＲ活動を県内外で本格的に実施することとし

ておりまして、りんごの機能性表示食品の認知度

向上に向けて、健康を軸とした持続可能なりんご

産業の形成につなげてまいりたいと考えておりま

す。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 私からは、２項目

について質疑いたします。

まず一つ目は、６款１項３目18節の、決算書

106ページ、有害鳥獣対策事業についてでありま

す。

今年は口を開けば熊の被害というふうな形であ

りましたけれども、この鳥獣害対策ということに

なりますと、いわゆる鳥も入っているわけであり

ます。鳥も入っているわけですので、その鳥につ

いて質疑をしていきたいと思います。

今年は、熊の出没件数が非常に多いということ

でありますけれども、実は鳥による農作物の被害

も多いということを生産者などから多く聞いてい

ます。昨年度のカラスによる被害の状況と対策に

ついて、まずお伺いいたします。

◎農村整備課主幹（中谷 陽） 昨年度のカラス

による農作物被害の状況ということでございます

けれども、市内の農業関係団体から伺った情報で

すとか、市に寄せられた情報によりますと、被害

金額は約182万円となっておりまして、令和４年

度の約99万円、令和５年度の約26万円より増加し

ております。
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また、被害対策と捕獲数につきましては、中弘

猟友会が市の補助金を活用しまして、猟銃での駆

除活動を行っておりますが、令和６年度の捕獲数

は1,000羽で、環境課で行っております箱わなの

設置による駆除の712羽と合わせまして、1,712羽

となっております。令和４年度の1,295羽、令和

５年度の1,348羽より増加している状況でござい

ます。

なお、令和７年度と令和６年度の８月末時点で

の捕獲数を比較しますと、令和７年度が358羽、

令和６年度が1,337羽となっております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） カラスの被害につ

いては分かりました。年々増えているというふう

なことでありました。

実は、今、カラス以外の鳥の被害が非常に増加

しているということなのです。たまたま令和６年

度は、鳥の被害というのは、いわゆる鳥が飛んで

いる頭数といいますか、個体数は、おととしから

見れば若干少ないように思われていたのですけれ

ども、また今年はその倍もいると。もう既につが

るなどは収穫が終わったのですけれども、かなり

の被害があると聞かされております。

それで、カラス以外の鳥による農作物の被害は

どういった鳥による被害なのか、あるいは分かっ

ていたら、その被害はどのような形で拡大してい

るのか教えてください。

◎農村整備課主幹（中谷 陽） カラス以外の鳥

による被害状況や、どういった鳥による被害があ

るのかということでございますけれども、市内の

農業協同組合や青森県りんご協会、また、青森県

中南農林水産事務所に確認しましたところ、具体

的な数字はございませんでしたけれども、一部の

地域におきましては、昨年度より被害報告が多

く、また、今年度の特徴といたしまして、生育期

の段階から被害が発生している傾向があるという

ことをお聞きしております。

鳥の種類につきましては、はっきりとは言えま

せんが、カラス以外につきましては、ムクドリや

ヒヨドリによる被害があるということでお伺いし

ております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 渡り鳥のヒヨド

リ、ムクドリというふうなことだと思います。ヒ

ヨドリ、ムクドリは非常に食欲が旺盛です。です

ので、赤く色づいたりんごにはいたずらをしっ放

しです。多い年は鳥の被害というのは、今までも

１割、あるいは１割５分ぐらいの被害が出たもの

です。その１割５分ぐらい、いわゆる15％ぐらい

鳥の被害が出た年から見ても、今年は鳥が非常に

多いと言われています。

それで、対策として、鳥が嫌がる音は様々あり

ますけれども、その音や臭いを複合的に組み合わ

せてやれば、なかなか鳥もびっくりして寄りつか

ないというふうな話もあります。

今年の生産予想数量が青森県は37万トン。その

中で、ずっと今まで雪害の問題もありましたけれ

ども幹折れ、それから先般の風による幹折れ、り

んごの落下、それにプラス鳥の被害があった場合

は、非常に本市のりんご産業にとっても、経済に

とってもマイナスになるということから、市は、

このような鳥の被害対策の事例について、調査あ

るいは研究しながら、これから対策を取っていく

必要があると思いますので、要望にとどめます。

次に、６款１項３目18節、決算書106ページ

の、りんご放任園解消対策事業費補助金について

であります。

令和６年度は、コンフューザーＲを設置して２

年目になります。実は、私たちもずっと回って見

るのですけれども、放任園の近くの園地にコン

フューザーＲをつけると、そこにガが集まるので

すよ。ですので、そこに桃の木があったりする

と、桃に一番つきやすいのです、モモシンクイガ

という虫ですから。桃があったりすると、桃が半
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分以上被害に遭ったという苦情も私に入っており

ます。その中でりんごもあります。りんごにもか

なり入っていくわけです。

そこで、放任園ゼロ宣言ということで、令和６

年度は初年度でありますけれども、３年でゼロに

するのだというふうな形で明言しておりますけれ

ども、令和６年度の放任園について、当初の全体

面積からどれくらい解消されて、現在どれくらい

になったのかお伺いします。

◎りんご課主幹（藤岡 英貴） りんご放任園ゼ

ロ宣言を行った令和６年度の放任園についてであ

りますが、当初の全体面積は、県から定期的に依

頼があった放任園の対応状況調査による直近の令

和５年11月末時点の57.4ヘクタールとしており、

このうち、本事業の活用により14.5ヘクタールの

放任園が解消されましたが、農業委員会が実施し

た農地利用状況調査の結果等により、令和７年３

月末時点で放任園は58.3ヘクタールとなってお

り、この58.3ヘクタールの放任園を、令和７年度

では28ヘクタール、令和８年度で30.3ヘクタール

を解消することを目標に取り組むこととしており

ます。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 当初の面積よりも

増えたのですね。14.5ヘクタールぐらい解消され

ても増えているということで、どんどん増えてい

く中でこれを解消していかなければならないとい

うことになると思います。

そこで、この事業は、いわゆる地域の団体、組

織等がこれをやっていくということを伺っており

ますけれども、初年度の令和６年度の実績におけ

る補助事業者の内訳についてお知らせ願います。

◎りんご課主幹（藤岡 英貴） 令和６年度実績

における補助事業者の内訳についてでありますけ

れども、本事業の補助事業者につきまして、令和

６年度の補助金交付要項では、市内に所在する地

域の団体並びに市内に住所を有する認定農業者及

び認定新規就農者としておりまして、地域の団体

については、具体的には３戸以上の農業者で組織

する団体で、例えば共同防除組合や営農組合など

が該当するほか、農協や町会も対象としておりま

す。

そして、令和６年度実績における補助事業者の

内訳につきましては、認定農業者が５件、農業法

人が２件、農協、町会、共同防除組合、水利組合

がそれぞれ１件の合計11件となっております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 11件ということで

ありました。

そこで、私は問題があると思っているのですけ

れども、実は園地所有者が既に亡くなったという

ところや、あるいは相続の登録がされていないな

どの解消が困難なケースというのもあると思いま

す。ゼロにするにはこれも解消しなければならな

い。令和６年度時点で、これは何件ぐらいあるの

かお伺いします。

◎りんご課主幹（藤岡 英貴） 解消が困難な

ケースは、令和６年度末時点で何件あるかという

ことですけれども、農業委員会の農地台帳データ

を基に、令和６年度に実施された県のりんご等放

任園の発生及び解消状況調査によりますと、現地

確認を終えた放任園のうち、園地所有者が既に亡

くなっていたり行方不明であるなど、今後の移行

確認が困難であるケースは、令和６年度末時点に

おいて10件となっております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 放任園になる園地

というのは、後継者がいなかったり、高齢化で

あったり、あるいは、今言われたとおり、亡く

なって相続者が登記されていないとか、そういう

のが結構あるわけですけれども、既に亡くなった

人や、あるいは相続の登記がなされていないよう

なケースが最終的に残されてしまうということが

本当に心配になるわけです。

ですので、そういう場合、この放任園を今後ど
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のようにして解消につなげるのかというのが、一

番の課題だと思いますけれども、これをどうお考

えでしょうか。

◎りんご課主幹（藤岡 英貴） 解消が困難な放

任園を今後どのようにして解消につなげていくの

かということでありますけれども、解消が困難な

ケースは様々ありまして、先ほど委員からの質疑

にもありましたように、相続登記がされていなけ

れば、複数の共有者、いわゆる相続権者が存在す

るため、権利関係も複雑になり、放任地の伐採等

に必要な同意書の取得も容易ではありません。ま

た、園地所有者が認知症の場合、本人からは伐採

等の同意が得られないため、本人に代わって契約

を結んだりすることができる成年後見人を選定し

なければならないなど、通常のケースより時間と

労力がかかるため、放任園解消チームと農業委員

等がより密に連携し、相続人に対しては粘り強く

交渉するとともに、相続放棄などで相続人が存在

しない場合には、法の専門家にも相談して、どの

ような対策が取れるのかということを検討するな

ど、着実に対応していくことが最も重要であると

認識しており、少しでも多くの解消につなげてい

きたいと考えております。

◎２１番（蒔苗 博英委員） 様々な対策をしな

がら、少しでも多くではなくて、ゼロにしなけれ

ばならないのですから、確実に着実にやっていた

だきたいと思います。

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、日本共産

党。

◎４番（三浦 行委員） ６款１項３目、決算書

106ページ、水稲・大豆省力化生産推進事業費補

助金について質疑します。

現在、国策としても、お米と大豆の増産に大き

くかじを切ったところと認識していますが、当市

では省力化技術の導入効果をどう考えているか、

お伺いします。

◎農林部参事（齋藤 天） お答えいたします。

本事業で支援する一斉防除のほかに、スマート

農業機械の活用などを含めた省力化技術の導入

は、農家一人一人の作業時間や負担の削減につな

がると考えており、高齢化などによる担い手減少

が進む中で、農地面積を維持し、安定的に農産物

生産を続けていく上で、大変重要であると考えて

おります。

◎４番（三浦 行委員） 小規模な農家も含めた

効果的な省力化と品質向上を両立させるための技

術支援も要望して終わります。

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さくら

未来。

◎２番（工藤 裕介委員） 私からは、６款１項

３目、決算書104ページ、説明書131ページの、農

業・観光連携りんご産業活性化事業の委託料につ

いて質疑させていただきます。

全国から参加者を募り、市内農家の下で農作業

を行う援農ボランティアツアーを開催ということ

で、りんごの観点からも当市の関係人口を増やす

であったり、あとは観光の観点からも、今、見る

観光から体験する観光ということに時代がシフト

している中で、そして、ふるさと納税、企業版ふ

るさと納税も使われている事業であると。これは

三方よしで、非常によい事業だなと思っているの

ですが、その中で、説明書の中にもあります、第

１回の10月19日は雨天のため中止ということで、

この前日、私もいきなり、とあるところから呼び

出されて、このツアーに前泊で来られた方のグ

ループが、中止ということで、特にその方々が言

うには、サポートがなかったと、どうしていいか

分からないということで、その場に偶然相馬地区

のりんご農家の方が居合わせて、ではうちに来な

よと、せっかくならうちでちょっと手伝って帰り

なよということで、事なきを得たというか、結局

ツアーみたいなことができたと、参加できたみた
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いなことになったようです。

なかなか雨天中止ということは非常に決断しに

くいところだと思いますし、そもそも募集要項に

も、かっぱの手配があったりとか、ある程度の雨

であれば、そのまま中止にせずやる事業だと思っ

ているのですけれども、繰り返しになりますが、

非常にそこの判断というのは難しいと思っており

まして、今回、19日が雨天中止になった基準を教

えていただきたいのと、先ほど私が申したよう

に、多分これはごく一部の話だったと思うのです

が、雨天で中止になったときのサポート体制で

あったり、当日の状況はどういったものだったの

かお伺いいたします。

◎農政課長（一戸 拓利） 中止の判断基準にな

りますけれども、援農プロジェクトの運営マニュ

アルというものでそこを定めておりまして、台風

などのときは開催の２日前の16時、雨の予報が

あったときは前日の16時と、さらには当日の急な

荒天ということで、集合時に判断するという形に

しておりました。

中止のときの対応は、まず委託業者から市に連

絡がありまして、両者で協議してそこは判断する

という形にしております。中止の判断をした後

は、委託業者が参加者、あとはタクシー会社とか

手配している関係者に連絡をし、市は受入農家に

連絡をするという体制を取っておりました。

昨年の10月19日、中止にした当日の状況になり

ますけれども、３日前の10月16日の各気象予報関

係機関の情報を取ったところ、当日の10月19日は

集中的な強雨とか雷雨の可能性がすごく高かった

ということで、状況を鑑みて、３日前に早く中止

をするという判断をしております。それで、参加

者にはメールと電話の両方で連絡をしているとい

う状況です。

中止の連絡をした際、代替措置として、ツアー

の第３回目の11月２日、４回目の11月９日に日程

を変更して参加もできますよという連絡もしまし

たし、宿泊する際の助成も行いますよという連絡

をしております。本事業は宿泊の補助という制度

を設けておりましたので、その補助対象者につい

ては、キャンセルになったときの中止のキャンセ

ル料は当然、満額事業費で対応しているという部

分があります。ただ、中止の決定を受けても、そ

の補助を使って宿泊されたという人については、

りんごの生果とか、あとはシードル、あとはツ

アーのノベルティーのタオルを泊まった施設を通

してお渡ししているということをしておりまし

て、一応できる限りのフォローアップはできたも

のというふうに考えております。

◎２番（工藤 裕介委員） 最後に、端的に意見

だけ述べさせていただきます。

今の答弁からも３日前からしっかり周知をして

いただいていたということで、本当にごく一部、

なかなか受け手の問題でそういうふうな連絡が届

いていないということも、これからもあると思い

ますので、なるべく、取りこぼしという言葉が

合っているかどうかは分からないですけれども、

ぜひ全ての方々に満遍なくサポートが届くように

していただきたいと思いますし、あとは、当日８

時集合ということで、その方々も８時集合という

ものがあったので、前泊していらっしゃった方々

なので、そこももしうまくいろいろ調整ができる

ようであれば、より多くの方々が参加できるのか

なと、遠方からの方々のことを考えるとそのよう

にも思いますので、その辺りも充実していってい

ただきたいなと思います。

◎委員長（外崎 勝康委員） 以上で、通告によ

る質疑は終了しました。

引き続き、質疑通告をしていない委員の質疑に

入ります。順次、会派を指名いたします。

まず、創和・公明の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、奏望会の御

質疑ありませんか。

◎６番（工藤 賢生委員） 私から、６款１項５

目農地費についてお聞きします。決算書は110

ページです。この中の多面的機能支払交付金につ

いて質疑いたします。

令和５年度の決算額から見ると、かなり決算額

が減っているように思われますが、その理由が何

なのか教えてください。

◎農村整備課主幹（大渕 覚） 令和５年度の交

付金対象農用地面積が2,567ヘクタール、交付金

額が１億7252万2000円であったのに対し、令和６

年度の対象農用地面積は約2,501ヘクタール、交

付金額は１億5660万円となっておりまして、対象

農用地面積が66ヘクタール、そして交付金額が

1592万2000円減収しております。

対象農用地面積の減少は、令和５年度をもって

活動を終了した組織が複数あったためであり、交

付金の減少は活動終了組織分として約454万4000

円、また活動継続組織に係る国の交付率が低く

なったことによる減少分として1137万8000円、合

わせて1592万2000円減少したというものでござい

ます。

◎６番（工藤 賢生委員） 内容は大体分かりま

したけれども、今の答弁の中で活動を終了した組

織ということでしたけれども、令和５年度と令和

６年度の数を教えてもらうほかに、この組織が終

了した要因は何なのか説明願います。

◎農村整備課主幹（大渕 覚） 活動組織の推移

につきましては、令和５年度は34組織ございまし

た。そして令和６年度は31組織に減少しておりま

す。ということで活動を終了したものが３組織ご

ざいました。

その要因といたしましては、当該交付金事業は

事業計画を５年ごとに更新することとなっており

ますが、この５年間の活動期間を終え、次の活動

期間に移行するに当たり、過疎化、高齢化に伴う

構成員数の減少や、役員や会計を担う事務局の引

受手の確保が困難を極めているということが理由

で、事業計画を更新することなく終了したという

ものでございます。

◎６番（工藤 賢生委員） 内容は分かりまし

た。

先ほども石山委員から、中山間地域等直接支払

交付金についての内容がありましたけれども、多

面的機能支払交付金についても、地域の農業者と

か地域の住民が全体で協力して、組織をつくっ

て、農地、水路、農道とか、その辺の地域資源を

保全管理していくというのがこの活動の目的だと

思っています。ですから、これをやることによっ

て、地域の農業の構造改革とか、その辺も変わっ

ていくような感じがしますので、どんどん活動を

後押しするようなことを市のほうにお願いした

い。

それと、高齢化とか、当然地域の人口減少もあ

ると思いますけれども、先ほど石山委員からも、

やる人がいないとか、事務の繁雑化とか、そうい

うのもありますけれども、この交付金も当然改良

区とか、農協にも委託とか、そういうものもでき

ますので、その辺を今後も組織の人にどんどん、

やれるものを指導していってやってほしいと思い

ます。

◎１２番（齋藤 豪委員） 決算ですので、あえ

て聞かせていただきます。決算書104ページと106

ページにございます。６款１項３目、弘前お米と

くらし応援券発行等業務委託料、第二弾弘前お米

とくらし応援券発送等業務委託料の委託先と発送

の状況なりを教えてください。

106ページが、まさに交付金が交付されたわけ

ですけれども、発行対象になった方に発行した券

は実際にどれぐらい使われたのか、実績がありま

したらお聞かせください。



－ 381 －

◎農政課主幹（榊 真一） 弘前お米とくらし応

援券のまず第一弾のほうから実績についてお話し

させていただきます。

まず、発行等の委託先ですけれども、こちらは

株式会社協同弘前支局となっております。発送の

状況なのですが、第一弾のお米とくらし応援券に

つきましては、実際、発送自体は郵便局のほうに

お願いしていまして、ゆうパックで発送していま

す。発行等の業務委託とは別にはなるのですけれ

ども、発送自体は利用率でいきますと96.8％とい

うところを踏まえると、ほとんどの市民の方のお

手元には届いているという状況でございます。

続きまして、第二弾のお米とくらし応援券でご

ざいます。こちらも第一弾に引き続いて、物価高

騰対策ということで行っておりまして、株式会社

協同弘前支局に同じく発行等を委託しておりま

す。発送等につきましては、こちらも同じスキー

ムでして、弘前郵便局のほうにゆうパックで委託

しております。こちらは令和６年度末時点では、

まだ利用率が６％と、２月末から３月中旬にかけ

て配付していましたので、まだ動きが大きくな

かったのですが、今時点の直近の状況で申します

と、第二弾の応援券の利用率につきましては、お

手元に届いて使われているというのが69.7％とい

う状況になっております。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

私は逆に、本当にタイムリーだったなと思って

いました。今、現状５キログラムが4,000円以上

という報道でありますけれども、誰もがこういう

事態を想像していなかったと思われます。私も券

を頂いて、10キログラム6,000円で購入させてい

ただきました。自分でも米を作っているのですけ

れども、米を買わなければいけない状況になった

というのは本当に生産者としてはうれしい悲鳴

で、米はないかという問合せを頂きました。

市としてこういうすばらしい提案をしていただ

いたということに本当に感謝いたします。これは

これで終わります。

次に、決算書106ページになります。６款１項

３目、りんご防除機械等導入事業費補助金という

ことでお聞きしたいのですけれども、昨年の防除

機の申請件数と実績がもしあればお聞かせくださ

い。

◎りんご課主幹（藤岡 英貴） 令和６年度の実

績なのですけれども、件数といたしましては７

件、台数も同じく７台ということになっておりま

す。

◎１２番（齋藤 豪委員） では、申請件数に

合った導入があったということで、ちなみにその

前、過去何年かありますか。

◎りんご課主幹（藤岡 英貴） 過去３年で申し

上げますと、令和４年度は件数が９件、ＳＳの台

数が９台、そのほかに貯水槽の申請も１件ござい

ました。続いて、令和５年度ですけれども、件数

が８件、ＳＳの台数が８台となっております。

◎１２番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。何か申請しても駄目だから申請しないのだと

か、申請したけれども駄目だと言われたと聞くの

ですけれども、全て100％ということはすごいな

と思いました。

今、農地を結局手放す人が多くて、農地を取得

する人が増えてきて、例えば千年地区外から農地

を求めてくる人がいるのですよ。そういう方とい

うのは防除機を持っていなくて、一番大きな防除

機がなくて、地域の共防に入りたいという話も聞

いて、地域の防除組合にも問い合わせたのですけ

れども、防除組合も高齢化でオペレーターがいな

くて、これ以上は無理だという返事が返ってきま

した。その方にはどういう防除の形があるのかな

という思いで、今２件ほど相談を頂いているので

すけれども、こういう補助事業があるというのも
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紹介したいのですけれども、なかなか高額で簡単

に買うというわけにはいかないというところで、

それこそ中古機もそういう対象になりませんかと

いう質疑をしたのですけれども、それは今後考え

ていますでしょうか。参考までにお知らせくださ

い。

◎りんご課主幹（藤岡 英貴） 委員のほうから

は、予算委員会のときも中古品を補助対象にして

ほしいという要望がございました。この件につき

ましては、近年の影響を踏まえまして、これから

検討していきたいということで答弁をしたのです

けれども、実際にそういう声もありますので、来

年度から補助対象にできないかどうかというのを

今検討している状況でございます。

◎委員長（外崎 勝康委員） ほかに、奏望会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、櫻鳴会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、日本共産党

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、弘前さくら

未来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 次に、無所属議員

の御質疑ありませんか。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 私からは２点、

お願いいたします。

まず、６款１項３目、決算書106ページ、農業

次世代人材投資資金と、107ページの、経営開始

資金について、事業概要をお知らせください。特

に条件のところを詳しくお願いします。

◎農政課担い手育成係長（葛西 主馬） 事業概

要で要件のところということですけれども、この

事業自体が新規就農者に対する資金の交付という

ものになっておりまして、年齢的に49歳以下とい

うところがまず要件になっております。あとは、

過去の平成24年度から開始している次世代人材投

資資金と経営開始資金についての要件と多少変

わっているところはございますけれども、世帯の

所得要件であったり、600万円という要件とかが

大きい要件になっているのかなと思っておりま

す。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 資金の交付を受

けた人の中で、離農をした人の人数と、資金の返

還をした人数を教えてください。

◎農政課担い手育成係長（葛西 主馬） 農業次

世代人材投資資金が平成24年度から始まっており

まして、その後継事業の経営開始資金が令和４年

度から始まっております。

交付を受けた方が263名おります。そのうち離

農した方が24人、あとは資金の返還となった方が

２人となっております。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 離農した方もい

らっしゃいます。返還した方もいらっしゃいま

す。離農した人の主な理由はどういうふうになっ

ていますでしょうか。

◎農政課長（一戸 拓利） 家庭環境の変化とい

うのが一番大きいのですけれども、その中身とし

ては、夫婦共同の申請でもらっていて、それが

150万円の1.5倍になるのですけれども、その片方

が離農したというケースが一番多いと思っており

ます。あとは、本人の病気という部分もあって離

農しているというのも理由の中にあります。主な

ものとして大きいのはそこになります。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 交付資金額とし

てはかなり大きい資金でございます。そういった

中で、移住者もかなり多く弘前市には入ってきて

おります。農業をやりたいという思いを持って取

り組んで、この資金を使って営農をしている方も
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おられると伺っております。

そういった中で、きちんとした営農計画を持っ

て営農をしている人とか、あとは技術的に少し不

安を持っている方などもおられると思います。

様々な理由で返還しなければいけない、そして離

農しなければいけないという事態に遭遇しておら

れるのかなと思います。

チェック体制について聞きます。５年なら５年

やると、途中でどういうふうなチェック体制を入

れているのですか。

◎農政課担い手育成係長（葛西 主馬） チェッ

ク体制です。

交付を受けている方に対しては、半年ごとに就

農状況報告というものをもらっております。あと

は交付期間中については、今の経営開始資金は３

年なのですけれども、次世代投資資金は５年間の

交付があって、その間はサポートチームという方

が現地で確認したり、あとは面談して、その方の

営農状況を確認して、あとはアドバイスをしてい

るという状況です。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） サポートチーム

があるということで、種々サポートしていらっ

しゃるのだなと今伺いました。

何年か前に長野県長野市に、新規就農者を支え

る事業を行政視察に行ってまいりました。今みた

いに資金ゼロの方が、弘前市でこういう資金があ

るから行ってみようか、移住しようかという方も

いらっしゃるかもしれませんが、長野県は大変

ハードルが高くて、あなたが一人前になるために

は３年、５年かかるよねと、その間の生活資金を

準備してからでないと受け付けませんというきっ

ぱりした対応を取って、準備をしてきたら、帝王

教育というか、マンツーマンでもうける農業を徹

底的に教育します。そのために大規模農業、それ

はりんごにはかかわらず、一番利益率の高いぶど

うであったりそういったもので、徹底して寄り添

いながら生産者を育て上げていくというシステム

がございます。

その点、青森県、そして弘前市には、そういう

のがないのかなと思っております。そういった点

を鑑みながら、しっかりした、来るからには、農

業をやるからにはもうけてほしいし、根づいてほ

しいという思いは皆さん同じですので、その点も

考えながら、よろしくお願いいたします。

それから、二つ目、決算書104ページ、６款１

項３目12節委託料、りんご産業現場効率化・省力

化支援業務委託料について伺います。

まず、この事業の概要をお願いいたします。

◎りんご課長（伊藤 昌一） りんご産業現場効

率化・省力化支援業務委託料について、まず、こ

ちらの事業概要ですが、人口減少や高齢化、気候

変動等への対応が深刻化する中で、社会、それか

ら環境の側面から農業の生産現場などの課題解決

に向けた取組を推進し、持続可能な産業の維持発

展を目的に、近年農業現場にも応用されているト

ヨタ自動車による生産管理ノウハウ、いわゆるト

ヨタ式カイゼンをりんご集出荷施設やりんご生産

現場に応用するため、現場の改善支援及び生産者

や営農指導員等を対象にした研修会を実施したも

のでございます。

令和６年度におきましては、市内２か所の集出

荷施設におきまして、作業工程の課題の洗い出し

や、それに対する改善支援を実施しております。

また、トヨタ式カイゼンに関する研修会につき

まして、昨年７月と８月の２回、延べ70名が参加

して、現場改善の基礎学習だったり、事例紹介な

どを行っています。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） そこの研修会に

参加された具体的な企業名とか、あとは個人農業

者もいらっしゃるのでしょうか。

◎りんご課長（伊藤 昌一） トヨタ式カイゼン

の指導ということで、市内の２か所の集出荷施設
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でございますけれども、まず一つ目が、つがる弘

前農協の河東地区のりんご施設、そして、もう一

つが、岩木にあります株式会社青研の第１りんご

センターの２か所でございます。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 具体的に、個人

の農業者、生産者にとって有意義だったなと思わ

れることについてお伺いします。

◎りんご課長（伊藤 昌一） 集出荷施設の改善

指導におきましては、例えば、けがのリスクがあ

る場所への注意喚起の表示でしたり、物を定位置

に置くなどのルール決めによる作業時間の短縮な

ど、洗い出された課題に対して改善方法の実施に

よって、作業の年間工数の削減や作業効率の向上

が図られることが具体に示され、その内容を関係

団体内で情報共有していただいております。

また、研修会におきましては、現場の改善に

よって、作業の省力化、環境負荷の低減につなが

ることを学ぶ機会となり、参加者からは､｢お金を

かけずに工夫と運用で省力化につながることが学

べてよかった」という声がありまして、意識向上

や実践に向けたきっかけづくりが図られたものと

考えております。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） この予算を、私

は確認しておりませんが、このテーブルをこっち

に置いたほうが効率がいいよとか、これをこうし

たら流れ的にいいよというのにお金をかけるべき

ですかね。これは単年度で、今年度はないという

ことの理解ですが、それをどう農家の人たちに広

めていこうと思っておられますか。

◎りんご課長（伊藤 昌一） こちらの事業は、

今年度はそれぞれが横展開を図るということを目

的に予算化はしてございません。地域で実践して

いただくことで、それをまた周りの方々へ広めて

いただくことで、地域の効果ということが得られ

るものと考えております。

◎２３番（石岡 千鶴子委員） 答弁の中では、

作業の年間工程の削減とか、作業効率の向上をう

たっておりますけれども、ここで考えていただき

たいのは、植栽150年の中で、りんご栽培の工程

が劇的に変わったというのは、改革の改革ですご

くよくなったよということは、草刈り機械と農薬

散布の機械、今現在高所作業台ですけれども、そ

れぐらいのものなのですよ。あとは、ずっと今ま

で作業工程は同じなのです。ですので、何をどう

削除して作業が効率化して楽になるかという視点

の置き方は、私は間違っているなと思っていて、

行政の方にもきちんと理解していただかなければ

いけないのは、弘前市のりんごを高級果でいくの

か、それとも冷蔵庫を開けると常に常備果物とし

てあるのか、その選別をきちんとして戦略を練っ

ていかないと、同じ高級路線でいくと人手が足り

ない。そしてまた、どうのこうのといろいろな問

題が出てきます。

この間、ＮＨＫでも特集がありました。葉とら

ずりんご、おいしさに特化したりんご、これは人

手不足とか、おいしいのにもかかわらず人手不足

にも功を奏しているというふうな放送をしており

ました。

そういった中で、人が足りない、農作業をする

人がいないというときには、どう販売戦略をして

いくか。もちろんその中には、生産者現場だけで

はなくて、消費者教育もしていかなければならな

いと思っております。見た目は悪くて、色づきが

悪いけれども、おいしいのだというのを、あなた

は見た目だけでりんごを食べますか、おいしさで

選びますか、それとも、無駄なシルバー反射シー

トや、葉摘みをして、高いりんご、まずいりんご

をあなたたちは食べているのですよという、そう

いうふうな根底から、りんごの現場をきちんと理

解しながら、りんご栽培、そして効率化を図るの

であれば、現場に即した視点でこういう事業を今

後設定していただきたいと思います。
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◎委員長（外崎 勝康委員） ほかに、無所属議

員の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 質疑なしと認め、

これをもって、６款農林水産業費に対する質疑を

終結いたします。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） お諮りいたしま

す。

本日の日程は、７款商工費までの審査となって

おりますが、７款商工費を明26日に繰り延べたい

と思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（外崎 勝康委員） 御異議なしと認

め、７款商工費を明26日に繰延べすることに決定

いたしました。

──────────────────────

◎委員長（外崎 勝康委員） 以上をもって、本

日の日程は終了いたしました。

次の予算決算常任委員会は、明26日午前10時開

議といたします。

本日は、これをもって散会いたします。

〔午後 ４時３７分 散会〕
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委 員 長 外 崎 勝 康

副委員長 坂 本 崇


